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はじめに 

 

子どもは社会の宝、次代を担う希望であり、何物

にも代えがたい存在です。 

人口減少・超少子高齢化が進む中、桑折町にお

いても核家族化、共働き家庭の増加による子育て

の不安や孤独感、合計特殊出生率の減少や未婚

率の増加が見られえます。安心して結婚・妊娠・出

産・子育てができるよう、家庭、地域、町など、総力

を挙げた取り組みが重要となっています。 

 

本町では総合計画「献上桃の郷 こおり未来躍動プラン」において、『「桑折っ子」育

成推進』を重点プロジェクトの一つとして掲げ、将来のまちづくりを担う人材を確保する

ため、妊娠期から子育て期にわたる切れ目のない支援や学校教育の推進に取り組ん

でいるところです。 

この度、令和７年度から令和１１年度までを計画期間とする「第３期桑折町子ども・子

育て支援事業計画」を策定しました。 

本計画では、第１期・第２期計画の基本理念「～好きです こおり～ ともに支え愛(あ

い) 子供の笑顔が輝き いきいきと健やかに育つまち」を継承し、次代を担う子どもた

ちの輝く笑顔、家族や地域の笑顔に町全体が包まれるよう、今後も各種子育て支援施

策について総合的・計画的に取り組んでまいります。 

結びに、本計画の策定にご尽力をいただきました「桑折町子ども・子育て会議」の委

員の皆様、並びに「子ども・子育て支援に関するニーズ調査」のご協力をいただきまし

た保護者の皆様に心から感謝申し上げます。 

 

 

令和７年３月 

                   桑折町長 

 

  

髙 橋 宣 博 
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第１章 計画策定にあたって 
 

１．計画の背景 
 

我が国の少子化は進行の一途をたどっており、令和５年の合計特殊出生率は 1.14 と前年の

1.18 を下回るなど、子ども数の減少が依然として続いています。核家族化の進行や地域コミ

ュニティの希薄化、共働きの増加に伴う低年齢児の保育ニーズの増加、待機児童の問題、貧困

の増加など、子どもや子育て家庭を取り巻く環境は厳しく、社会全体で子どもや子育て家庭を

支援していくことが必要です。 

少子化対策として、国においてはこれまで、平成 24 年に制定された「子ども・子育て３法」

に基づいた市町村に対する「子ども・子育て支援事業計画」策定の義務付けなどをはじめ、様々

な取り組みを展開してきました。平成 27 年度にスタートした「子ども子育て支援新制度」は

開始から 10 年が経過しましたが、少子化の流れに歯止めはかかっていない状況です。 

そのような中、令和４年６月、社会全体で子ども施策を総合的かつ強力に推進していくため

の包括的な基本として「こども基本法」が成立しました（令和５年４月１日施行）。令和５年４

月には、「こどもまんなか社会」の実現を目的として「こども家庭庁」が発足し、子どもに関す

る福祉行政を一元的に担うこととなりました。同年 12 月には、こども基本法に基づき、政府

全体のこども施策の基本方針等を定める「こども大綱」が閣議決定されるなど、国の取り組み

が精力的に進められています。令和６年６月には、子ども・子育て支援法の改正法が成立し、

児童手当の所得制限を撤廃し、対象年齢が 18 歳まで引き上げられました。また、働いていな

くても子どもを保育園などに預けられる「こども誰でも通園制度」の創設や、育児休業給付の

拡充などが示されたほか、「ヤングケアラー」については、国や地方公共団体等の支援の対象に

することが明記されるなど、あらゆる視点から子ども・子育て支援施策を展開していくことが

重要事項となっています。 
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２．計画の趣旨 
 

本町では、「子ども・子育て支援新制度」への対応を主としつつ、町民ニーズへのさらなる対

応や地域、社会全体での協働の取り組みの推進を目指し、平成 27 年３月に「桑折町子ども・

子育て支援事業計画」を策定し、子育て支援施策に計画的に取り組んできました。令和２年度

からの「第２期桑折町子ども・子育て支援事業計画」では、全ての子どもが安定して教育・保

育を受けられるような環境づくり、子育てしやすい町づくりに努めてきたところです。 

令和７年度からの「第３期桑折町子ども・子育て支援事業計画」では、共働き家庭の増加へ

の対応や、子育てに不安や負担を抱える家庭への支援、こどもの居場所づくりなどをより一層

推進し、全ての子どもたちが将来にわたって幸福な生活を送ることができるよう、町民ニーズ

や社会状況の変化に対応しつつ、各計画と連携しながら、子ども・子育て支援施策を総合的に

推進し、子育て環境の充実を目指していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．計画の位置づけ 
 

本計画は、子ども・子育て支援法第 61 条に基づく「市町村子ども・子育て支援事業計画」

であり、今後進める子ども・子育て施策の基本的方向や目標を示すとともに、国から示された

基本指針に即して、「教育・保育提供区域」ごとの各年度の「教育・保育」の量の見込み、「地

域子ども・子育て支援事業」の量の見込み、それらの提供体制を定めます。 

また、令和６年５月の法改正により次世代育成支援対策推進法の有効期限が令和 17 年

（2035 年）3 月 31 日まで延長されたことで、次世代育成支援対策推進法第 8 条に基づく「市

町村行動計画」にも位置づけるとともに、児童福祉法第 56 条の４の２に基づく「市町村整備

計画」及び国の「健やか親子２１」に基づく「母子保健計画」の内容を含む計画としています。 

さらに、桑折町総合計画 「上上 の郷こおり未来躍動プラン」を上位計画とし、子どもの福

祉や教育に関する他の計画や県の計画等とも整合を図り、調和を保った計画としています。 

 

  

用語の定義 

児童福祉法、学校教育法等において、子どもに関する用語の定義がそれぞれ法律によって

異なることから、本計画において、本町独自で用語を定義しています。 

子どもについて 

・「子ども」：0 歳から 18 歳までの子ども全般をいう。 

・「乳幼児」：0 歳から 6歳までの未就学の子どもをいう。 

・「児  童」：小学生から高校生までの子どもをいう。 

・「幼児期の学校教育」：幼稚園や認定こども園の教育利用をいう。 

ただし、公表している事業名や条文等に記載されている用語については、そのまま使用して

います。 
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【子ども・子育て支援法（抜粋）】 

（市町村子ども・子育て支援事業計画） 

第六十一条 市町村は、基本指針に即して、五年を一期とする教育・保育及び地域子ども・子

育て支援事業の提供体制の確保その他この法律に基づく業務の円滑な実施に関する計画（以

下「市町村子ども・子育て支援事業計画」という。）を定めるものとする。 

【次世代育成支援対策推進法（抜粋）】 

（市町村行動計画） 

第八条 市町村は、行動計画策定指針に即して、五年ごとに、当該市町村の事務及び事業に関

し、五年を一期として、地域における子育ての支援、母性並びに乳児及び幼児の健康の確保

及び増進、子どもの心身の健やかな成長に資する教育環境の整備、子どもを育成する家庭に

適した良質な住宅及び良好な居住環境の確保、職業生活と家庭生活との両立の推進その他の

次世代育成支援対策の実施に関する計画（以下「市町村行動計画」という。）を策定するも

のとする。 

【児童福祉法（抜粋）】 

第五十六条の四の二 市町村は、保育を必要とする乳児・幼児に対し、必要な保育を確保する

ために必要があると認めるときは、当該市町村における保育所及び幼保連携型認定こども園

（次項第一号及び第二号並びに次条第二項において「保育所等」という。）の整備に関する

計画（以下「市町村整備計画」という。）を作成することができる。 

 

 

 

 

＜他計画との関係＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

整合 ＜関連計画＞ 

子ども子育て・支援に関わる取り組み 

こおり男女共同参画プラン 

桑折町総合計画「献上桃の郷こおり未来躍動プラン」 

第 3期 

子ども・子育て支援事業計画 

次世代育成支援行動計画 

市町村整備計画 

母子保健計画 

 

整合 

桑折町教育委員会重点 桑折町障がい者計画 

活き生きこおり健康プラン 

桑折町交通安全計画 桑折町都市計画マスタープラン 

福
島
県
「
ふ
く
し
ま
新
生
子
ど
も
夢
プ
ラ
ン
」 
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４．計画の期間 
 

子ども・子育て支援事業計画は、5 年を１期とするものとされています。本計画の期間は、

令和７年度から令和 11 年度の５年間とします。また、計画の内容と実際の状況にかい離があ

る場合は、必要に応じ、中間年を目安として計画の見直しを行うものとします。 

 

令和６年度

2024 年度 

令和７年度

2025 年度 

令和８年度

2026 年度 

令和９年度

2027 年度 

令和 10 年度

2028 年度 

令和 11 年度

2029 年度 

令和 12 年度

2030 年度 

第２期 第３期子ども・子育て支援事業計画 第４期 

点検・評価 

計画改訂 
点検・評価 点検・評価 

点検・評価 

中間評価 

点検・評価 

ニーズ調査 

点検・評価 

計画改訂 
点検・評価 

 

 

５．策定体制 
 

本計画の策定にあたっては、学識経験者、関係機関・団体の代表者、事業者・保護者などの

代表からなる「桑折町子ども・子育て会議」において、本町の子ども・子育てに関する施策に

ついて審議を行い、計画を策定しました。 

また、本計画の基礎資料とすることを目的として、令和６年２月に「子ども・子育て支援に

関するニーズ調査」を実施しました。 

さらに、計画の素案については、町のホームページに掲載するなどの方法で、パブリックコ

メントを実施しました。 

 

＜計画の策定体制＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設置 

会議開催・ 

資料提供 

意見・提案 

子育て支援に 

関する調査 

回答 

町 長 

事務局 

（健康福祉課） 

町 民 

パブリック・ 

コメント 

 

関係各課課長 

桑折町子ども・子育て会議 

学識経験者 

関係機関・団体の代表者 

事業者・保護者など 
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第２章 桑折町の子ども・子育てを取り巻く現状と課題 
 

１．桑折町の人口と世帯の状況 
 

（１）総人口と総世帯の状況 
 

本町の人口は令和６年９月 30 日現在 10,997 人で、減少が続いています。世帯数は平成 27

年にかけて微増傾向で推移し、令和 2 年に減少に転じました。住民基本台帳によると、令和６

年の世帯数は 4,674 世帯、一世帯当たりの人数は 2.35 人と、世帯の少人数化が進んでいる状

況です。 

 

＜人口と世帯数の推移＞ 

（人、世帯） 

 平成 12 年 平成 17 年 平成 22 年 平成 27 年 令和２年 令和６年 

人 口 総 数 13,700 13,410 12,853 12,271 11,459 10,997 

 
男 性  6,354  6,066  5,829  5,621  5,491  5,367 

女 性  7,056  6,787  6,442  6,153  5,968  5,630 

世 帯 数  3,899  4,035  4,036  4,262  4,181  4,674 

一世帯当たりの人数 3.51 3.32 3.18 2.88 2.74 2.35 

資料：国勢調査（平成 12 年～令和２年）※世帯数は一般世帯 

住民基本台帳（令和６年９月 30 日現在） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

13,700 13,410 12,853 12,271
11,459 10,997

3,899 4,035 4,036 4,262 4,181 4,674

3.51 
3.32 
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（人、世帯） （人／世帯）
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（２）年齢３区分人口の推移 
 

住民基本台帳によると、令和６年９月 30 日現在、本町の 15 歳未満の年少人口は 1,075 人、

15～64 歳の生産年齢人口は 5,769 人、65 歳以上の老齢人口は 4,153 人となっています。

年少人口比率は 9.8％である一方、老齢人口比率は 37.8％と、老齢人口が年少人口の約４倍

となっています。 

年齢３区分の人口構成の推移をみると、令和６年の年少人口割合は 9.8％と平成 12 年の

14.2％から 4.4 ポイント減少しているのに対し、老齢人口割合は、平成 12 年の 24.5％から

令和６年は 37.8％と 13.3 ポイント増加しており、少子高齢化が進んでいます。 

 

＜年齢３区分人口構成の推移＞ 

（人） 

 平成 12 年 平成 17 年 平成 22 年 平成 27 年 令和２年 令和 6 年 

総人口 13,700 13,410 12,853 12,271 11,459 10,997 

年少人口 
（15 歳未満） 

1,944 1,726 1,547 1,353 1,200 1,075 

割合 14.2% 12.9% 12.0% 11.0% 10.5% 9.8％ 

生産年齢人口 
（15～64 歳） 

8,397 8,053 7,379 6,640 5,895 5,769 

割合 61.3% 60.0% 57.4% 54.2% 51.5% 52.5％ 

老齢人口 
（65 歳以上） 

3,359 3,631 3,926 4,269 4,347 4,153 

割合 24.5% 27.1% 30.5% 34.8% 38.0% 37.8％ 

年齢不詳 0 0 1 9 17 0 

資料：国勢調査（平成 12 年～令和２年） 

住民基本台帳（令和６年９月 30 日現在） 
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（３）人口動態の推移 
 

令和元年から令和５年までの本町の人口動態をみると、自然動態は死亡数が出生数を上回る

自然減が続いています。社会動態は令和３年以降、転入が転出を上回る社会増に転じています。

自然動態と社会動態を加算した人口動態では、人口減が続いています。 

 

 

＜人口動態の推移＞ 

（人） 

 

人  口 

自然動態 社会動態 

出 生 死 亡 自然増減 転 入 転 出 社会増減 人口増減 

令和元年 48 217 -169 316 363 -47 -216 

令和２年 50 210 -160 357 364 -7 -167 

令和３年 55 227 -172 351 325 26 -146 

令和４年 56 255 -199 322 318 4 -195 

令和５年 37 233 -196 301 280 21 -175 

資料：福島県現住人口調査年報 
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（４）世帯類型等の推移 
 

国勢調査によると、本町の令和２年の一般世帯数の合計は 4,181 世帯で、単独世帯が 1,014

世帯、核家族世帯が 2,331 世帯、３世代世帯が 558 世帯となっています。平成 22 年からの

構成割合の推移をみると、３世代世帯が減少し、単独世帯と核家族世帯が増加しています。 

18 歳未満の親族のいる世帯数は、令和２年では 868 世帯、一般世帯合計に占める割合は

20.8％で減少傾向が続いています。 

 

＜世帯類型等の推移＞ 

（世帯、％） 

 
平成 22 年 平成 27 年 令和２年 

世帯 割合 世帯 割合 世帯 割合 

単 独 世 帯 669 16.6％ 935 21.9％ 1,014 24.3％ 

核 家 族 世 帯 2,168 53.7％ 2,336 54.8％ 2,331 55.8％ 

３ 世 代 世 帯 923 22.9％ 719 16.9％ 558 13.3％ 

その他の世帯 276 6.8％ 272 6.4％ 278 6.6％ 

合計（一般世帯） 4,036 100.0％ 4,262 100.0％ 4,181 100.0％ 

資料：国勢調査 
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（５）女性の就業状況 
 

我が国の女性就業率は、女性が出産・子育て期に当たる年代に仕事を離職することで一旦低

下し、育児が落ち着いた時期に就業することで再び上昇するという、いわゆる「Ｍ字カーブ」

を描きます。 

国勢調査によると、本町の年齢別にみた女性の就業率の傾向は、平成 22 年と令和２年を比

較すると、平成 22 年はＭ字カーブの谷が 20 代後半に現れていましたが、令和２年は 30 代

前半に現れています。平成 22 年と比べて全体的に仕事をしている人が多くなっており、50 代

以降も働く人が増えています。また、令和２年の全国値と比較すると、いずれの年代も本町の

女性就業率が高くなっています。 

 

＜女性の就業者数の推移＞ 

（人） 

年齢区分 
平成 22 年 平成 27 年 令和２年 

就業者数 人口 割合 就業者数 人口 割合 就業者数 人口 割合 

15～19 歳 67 319 21.0% 54 272 19.9% 35 241 14.5% 

20～24 歳 206 279 73.8% 155 216 71.8% 151 192 78.6% 

25～29 歳 198 286 69.2% 186 243 76.5% 124 166 74.7% 

30～34 歳 255 341 74.8% 210 275 76.4% 166 225 73.8% 

35～39 歳 281 371 75.7% 269 343 78.4% 213 279 76.3% 

40～44 歳 272 350 77.7% 282 353 79.9% 280 340 82.4% 

45～49 歳 310 367 84.5% 283 345 82.0% 289 363 79.6% 

50～54 歳 317 398 79.6% 297 361 82.3% 281 350 80.3% 

55～59 歳 342 521 65.6% 292 411 71.0% 281 366 76.8% 

60～64 歳 249 530 47.0% 284 523 54.3% 259 394 65.7% 

65 歳以上 353 2,268 15.6% 387 2,425 16.0% 504 2,450 20.6% 

合計 2,850 6,030 47.3% 2,699 5,767 46.8% 2,583 5,366 48.1% 

資料：国勢調査 
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（６）配偶関係の状況 
 

本町の 20 代、30 代の未婚率をみると、男女ともに 20～24 歳、25～30 歳の層は増加傾向

で推移しています。令和２年は男性 30～34 歳は 54.0％が未婚となっていますが、35～39

歳は 37.5％となっており、晩婚化の傾向が続いていることがうかがえます。女性は、30～34

歳、35～39 歳の層が減少傾向で推移しており、令和２年は 30～34 歳が 36.0％、35～39 歳

の層が 26.2％となっています。 

令和２年の全国値と比較すると、男女ともにいずれの年代もの未婚率が全国平均を上回って

います。 

 
＜未婚者数の推移＞ 

（人） 

性別 年齢区分 
平成 22 年 平成 27 年 令和２年 

人数 未婚の割合 人数 未婚の割合 人数 未婚の割合 

男性 

20～24 歳 208 90.8％ 194 91.1％ 164 94.8％ 

25～29 歳 194 67.8％ 172 72.9％ 155 71.1％ 

30～34 歳 170 50.0％ 133 47.8％ 134 54.0％ 

35～39 歳 153 41.2％ 138 40.8％ 110 37.5％ 

女性 

20～24 歳 241 86.4％ 194 90.2％ 177 92.2％ 

25～29 歳 162 56.6％ 139 57.7％ 98 59.0％ 

30～34 歳 128 37.5％ 104 37.8％ 81 36.0％ 

35～39 歳 109 29.4％  93 27.2％ 73 26.2％ 

資料：国勢調査 
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（７）出生数・出生率・合計特殊出生率の推移 
 

本町の出生数の推移をみると、令和２年から令和３年にかけて増加したものの、令和５年の

出生数は 38 人と減少しました。令和５年の本町の出生率（人口千人当たりの出生数）は 3.5

で、全国や県の平均値を下回る状況が続いています。 

合計特殊出生率は、令和元年から令和４年にかけて上昇しましたが、令和５年は 0.96 とな

っています。 

 

＜出生数と出生率の推移＞ 

（人、人／千人） 

 平成 30 年 令和元年 令和２年 令和３年 令和４年 令和５年 

出生数 61 49 49 56 56 38 

出生率 5.1 4.2 4.3 5.0 5.0 3.5 

参考）福島県 6.8 6.3 6.2 5.9 5.5 5.2 

参考）全 国 7.4 7.0 6.8 6.6 6.3 6.0 

資料：人口動態統計（確定数）の概況 
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（８）児童人口の推移 
 

本町の０～11 歳の児童人口については、令和６年９月 30 日現在で 833 人でした。令和２

年以降の推移をみると、年代によって差がありますが、全体的に減少傾向となっています。 

 

 

＜児童人口の推移＞ 

（人） 

 令和２年 令和３年 令和４年 令和５年 令和６年 

０歳 45 60 55 36 53 

１歳 65 50 65 58 41 

２歳 72 68 52 71 60 

３歳 65 75 72 51 74 

４歳 77 63 74 71 54 

５歳 74 78 64 77  74 

６歳 102 74 75 62 77 

７歳 73 101 76 77 66 

８歳 83 74 104 75 77 

９歳 80 85 74 105 78 

10 歳 72 81 87 76 102 

11 歳 93 73 80 86 77 

12 歳 93 93 73 81 87 

13 歳 107 93 93 73 81 

14 歳 89 108 92 92 74 

15 歳 96 91 107 90 106 

16 歳 108 95 88 109 115 

17 歳 110 109 95 87 117 

18 歳 117 104 104 90 88 

0～2 歳合計 182 178 172 165 154 

3～5 歳合計 216 216 210 199 202 

6～8 歳合計 258 249 255 214 220 

9～11 歳合計 245 239 241 267 257 

0～11 歳合計 901 882 878 845 833 

0～18 歳合計 1,621 1,575 1,530 1,467 1,501 

資料：住民基本台帳（各年 9 月 30 日現在） 
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（９）児童人口の将来推計 
 

住民基本台帳に基づき、「コーホート変化率法」により将来人口を推計しました。０～11 歳

の本町の児童人口は、令和７年には 817 人で、令和 11 年には 730 人になる見込みです。 

 

 

＜計画年間の児童人口の推移（推計）＞ 

（人） 

 令和７年 令和８年 令和９年 令和 10 年 令和 11 年 

０歳 46 44 44 44 43 

１歳 57 50 48 48 48 

２歳 44 61 53 52 51 

３歳 60 44 62 53 53 

４歳 76 62 46 64 55 

５歳 56 78 64 47 66 

６歳 73 56 78 64 46 

７歳 80 77 59 82 67 

８歳 66 80 76 59 81 

９歳 79 67 82 79 59 

10 歳 78 79 67 82 78 

11 歳 102 78 79 67 83 

12 歳 78 103 79 79 68 

13 歳 87 78 103 79 79 

14 歳 81 87 78 103 79 

15 歳 81 88 95 83 111 

16 歳 121 94 103 111 94 

17 歳 121 127 99 108 116 

18 歳 114 118 124 97 106 

0～2 歳合計 147 155 145 144 142 

3～5 歳合計 192 184 172 164 174 

6～8 歳合計 219 213 213 205 194 

9～11 歳合計 259 224 228 228 220 

0～11 歳合計 817 776 758 741 730 

0～18 歳合計 1,500 1,471 1,439 1,401 1,383 

 

※「コーホート変化率法」とは、同じ年（同じ期間）に生まれた人々の集団（コーホート）について、過去

における実績人口の動勢から「変化率」を求め、それに基づき将来人口を推計する方法です。 
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２．桑折町における保育等サービスの状況 
 

（１）教育・保育提供区域の設定 
 

子ども・子育て支援事業計画では、地理的条件や人口、交通事情その他の社会的条件、教育・

保育を提供するための施設の整備状況等を総合的に勘案して教育・保育提供区域を設定し、そ

の区域ごとに需要の指標となる量の見込や確保策を設定することが定められています。 

本町では、保育所の機能については、令和 7 年度から民設民営による 「幼保連携型認定こど

も園」に完全移行しました。幼稚園は町内に１園が設置されています。 

さらに、小学校は地区ごとに４校、中学校は町内に１校が設置されています。このため、本

町では教育・保育及び地域子ども・子育て支援事業の提供区域を全町一地区と設定します。 

 

 

＜本町の教育・保育提供区域＞ 
 

提供区域名 区域面積 
幼保連携型 
認定こども園 

幼稚園 小学校 中学校 

町全域 42.97㎢ １か所 １か所 ４か所 １か所 

 

 

  

こおり青空こども園 
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（２）幼稚園・認定こども園の状況 
 

本町では、幼稚園と幼保連携型認定こども園において、乳幼児の受入れをしています。待機

児童ゼロの堅持はもとより、小学校への円滑な接続のため、それぞれの園の特色を活かした教

育・保育を実施しています。 

 

○幼稚園の教育時間については、平日午前８時から午後１時 30 分で実施しています。また、

親の就労等の理由により家庭で保育を受けられない園児を対象に、平日は午前７時 30 分

から午前８時までと幼稚園降園後から最長で午後７時まで預かり保育を実施しています。

土曜日、長期休業中等は午前７時 30 分から午後７時で実施しています。また、一時的に

保育が必要となった場合の臨時預かり保育も実施しています。 

○認定こども園については、月曜日から土曜日の最長午前７時から午後７時まで保育を実施

しています。また、一時的に保育が必要となった場合の臨時預かり保育も実施しています。 

 

【保育所・認定こども園・幼稚園】 

名 称 対 象 定員(人) 所在地 

醸芳保育所 

※令和６年度まで 
生後２か月～２歳児 120 桑島三 11 番地の 21 

こおり青空こども園 
※令和７年度から 

０～５歳児 
195  

（0～2 歳 120 人、 
3～5 歳 75 人） 

東段 30 番地の 4 

醸芳幼稚園 ３～５歳児 175 桑島三 11 番地の 24 

 

【入所・入園者数の推移】 ※各年５月１日現在                   （人） 

名 称 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

醸芳保育所 97 89 96 102 94 

醸芳幼稚園 221 230 210 200 192 

 

【幼稚園の預かり保育利用者数の推移】                       （人） 

名 称 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

利用者数 139 153 153 151 151 

年間延人数 1,763 1,875 1,858 1,881 1,893（見込） 

月平均 147 156 155 157 158（見込） 

 

【幼稚園の臨時預かり保育利用者数の推移】                     （人） 

名 称 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

年間延人数 135 160 128 151 98（見込） 

月平均 11 13 11 12 8（見込） 
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（３）放課後児童保育 
 

親の就労等の理由により家庭で保育を受けられない児童を対象に、小学校下校後（長期休業

中は午前７時 30 分）から最長で午後７時までの放課後児童保育を各学校区で実施しています。

また、一時的の保育が必要になった場合の臨時放課後児童保育も実施しています。 

 

【放課後児童クラブ】 

名 称 定員(人) 所在地 対象学校 

桑折児童館 

・こおり児童クラブ 

・こおり第２児童クラブ 

90 桑島三２番地の７ 醸芳小学校 

むつあい子どもクラブ 30 大字成田字小峯 14 番地 睦合小学校 

はんだ子どもクラブ 40 大字南半田字八反田５番地の１ 半田醸芳小学校 

だんざき子どもクラブ 30 大字下郡字下郡前４番地の２ 伊達崎小学校 

 

【民間放課後児童クラブ】 

名 称 定員(人) 所在地 対象学校 

キッズハウスぐらんま 35 桑島一 6 番地の 4 醸芳小学校 

 

【利用者数の推移】 ※各年４月１日現在                       （人） 

名 称 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

低学年 130 143 137 125 126 

高学年 32 46 47 55 64 

合計 162 189 184 180 190 

年間延人数 1,844 2,146 2,019 1,988 2,442（見込） 

月平均 153 179 168 167 174（見込） 

 

【臨時保育利用者数の推移】                            （人） 

名 称 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

年間延人数 286 226 259 216 241（見込） 

月平均 25 19 21 18 20（見込） 

 

※「利用者数推移」については町立放課後児童クラブのみの数値 
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３．ニーズ調査からみた桑折町の子育て環境 
 

本計画の策定に当たって、保育・教育・子育て支援の充実を図り、子育てを行っている家庭

の現状及びニーズを的確に把握し、計画策定の基礎資料とするため、令和６年２月に 「子ども・

子育て支援に関するニーズ調査」を実施しました。 

 

 

 平成 30 年調査 令和６年調査 

調査対象 
桑折町に居住する就

学前児童の保護者 

桑折町に居住する小

学生の保護者 

桑折町に居住する就

学前児童の保護者 

桑折町に居住する小

学生の保護者 

対象者数 361 名 409 名 424 名 496 名 

調査方法 

○就学前児童の保護者に対しては、保育所・幼稚園を通じた配布・回収及び施設未利用者に

対しては郵送による配布・回収 

○小学生の保護者に対しては、小学校を通じた配布・回収 

調査時期 平成 30 年 11 月 令和６年２月 

回収結果 
有効回収数：316 件

（有効回収率 87.5％） 

有効回収数：382 件

（有効回収率 93.4％） 

有効回収数：351 件

（有効回収率 82.8％） 

有効回収数：449 件

（有効回収率 90.5％） 

 

 

 

（１）保護者の状況について 
 

① ひとり親世帯 
 

・アンケートで「配偶者はいない」と回答したひとり親世帯については、就学前児童では 6.3％

が小学生では 11.6％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ま
と
め 

子育て世帯の約１割がひとり親世帯となっています。ひとり親世帯は子育ての負

担が大きいことから、安心して子育てができるよう、経済的支援、就業支援、子育て

生活支援などの総合的な支援を実施していくことが必要です。 

 

  

就学前児童 (351)

小学生 (449) 88.2 11.6

0.2

(%)
ｎ

93.7 6.3

0.0

(%)

配

偶

者

が

い

る 配

偶

者

は

い

な

い

無

回

答
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② 保護者の就労状況 
 

・保護者の就労状況（育休中等を含む）をみると、父親については約９割がフルタイムで就労

しており、就学前児童は 93.5％、小学生は 88.8％となっています。 

・母親については８割以上が就労しており、就学前児童は 84.7％、小学生は 86.6％となって

います。就労形態は、就学前児童・小学生ともにフルタイムが５割、パート・アルバイト等

が３割となっています。 

・前回調査と比べ、母親のフルタイムの割合は就学前児童では 3.5 ポイント、小学生では 6.7

ポイント上昇しました。 

・母親の就労日数（１週当たり）をみると、就学前児童・小学生ともに「５日」（77.1％、78.9％）

が最も多くなっています。 

・母親の出勤時刻は、就学前児童・小学生ともに「８時」（50.2％、45.2％）が最も多く、帰

宅時刻は「18 時」（40.4％、37.5％）が最も多くなっています。 

 

【就学前児童（母親）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【小学生（母親）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ま
と
め 

前回調査と比べ、母親のフルタイムの割合が就学前児童・小学生ともに上昇していま

す。子育て世帯の８割以上が共働きであり、保護者の就労状況に配慮した子育て支援が

必要です。 

 

  

平成30年調査 (316)

令和６年調査 (351) 46.2 6.3 29.9

2.3

14.2

0.0

1.1

(%)
ｎ

42.7 6.3 28.8

0.3

19.3

0.9

1.6

(%)

フ

ル

タ

イ

ム

で

就

労

し

て

い

て
、

育

休

・

介

護

休

業

中

で

は

な

い フ

ル

タ

イ

ム

で

就

労

し

て

い

る

が
、

育

休

・

介

護

休

業

中

で

あ

る

パ
ー

ト

・

ア

ル

バ

イ

ト

等

で

就

労

し

て

い

て
、

育

休

・

介

護

休

業

中

で

は

な

い

パ
ー

ト

・

ア

ル

バ

イ

ト

等

で

就

労

し

て

い

て
、

育

休

・

介

護

休

業

中

で

あ

る

以

前

は

就

労

し

て

い

た

が
、

現

在

は

就

労

し

て

い

な

い

こ

れ

ま

で

就

労

し

た

こ

と

が

な

い

無

回

答

平成30年調査 (382)

令和６年調査 (449) 54.1

0.0

32.5

0.0

10.7

0.4

2.2

(%)
ｎ

45.8

1.6

36.4

0.5

12.6

1.6

1.6
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フ

ル
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等
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介

護

休

業

中

で

は

な

い

パ
ー

ト

・

ア

ル

バ

イ

ト

等

で

就

労

し

て

い
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、

育

休

・

介

護

休

業

中

で

あ

る

以

前

は

就

労

し

て
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が
、

現

在

は

就
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い

な

い

こ

れ

ま

で

就
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こ

と

が

な
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無

回
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③ 育児休業の取得 
 

・育児休業の取得をみると、父親については就学前児童・小学生ともに「取得していない」

（75.8％、80.0％）が最も多いものの、「取得した（取得中を含む）」は就学前児童では 17.1％、

小学生では 7.8％と、それぞれ前回調査と比べ 11.4 ポイント、4.4 ポイント上昇しました。 

・父親が育児休業を希望通りに取得できなかった理由をみると、「仕事が忙しかった」（37.2％、

50.0％）、「職場に育児休業を取りにくい雰囲気があった」（33.5％、40.0％）、「収入減とな

り、経済的に苦しくなる」（29.7％、30.0％）などが主なものとなっています。 

・母親については、「取得した（取得中を含む）」が就学前児童では 61.0％、小学生では 17.9％

と、それぞれ前回調査と比べ 10.1 ポイント、13.6 ポイント上昇しました。 

・父親、母親ともに「取得した（取得中を含む）」が前回調査を上回る結果となっています。 

 

【育児休業の取得 就学前児童（父親）】経年比較 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【育児休業の取得 就学前児童（母親）】経年比較 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【育児休業の取得 小学生（父親）】経年比較 

 

 

 

 

 

 

 

  

平成30年調査 (382)

令和６年調査 (449)

0.9

7.8 80.0 11.4

(%)
ｎ

0.8

3.4 85.9 9.9

(%)

働

い

て

い

な

か
っ

た

取

得

し

た
（

取

得

中

を

含

む
）

取

得

し

て

い

な

い 無

回

答

平成30年調査 (316)

令和６年調査 (351)
0.6

17.1 75.8 6.6

(%)
ｎ

0.3

5.7 85.1 8.9

(%)

働

い

て

い

な

か
っ

た

取

得

し

た
（

取

得

中

を

含

む
）

取

得

し

て

い

な

い 無

回

答

平成30年調査 (316)

令和６年調査 (351) 29.6 61.0 6.3 3.1

(%)
ｎ

39.2 50.9 8.2

1.6

(%)

働

い

て

い

な

か
っ

た

取

得

し

た
（

取

得

中

を

含

む
）

取

得

し

て

い

な

い 無

回

答
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【育児休業の取得 小学生（母親）】経年比較 

 

 

 

 

 

 

 

 

【育児休業を希望通りに取得できなかった理由 就学前児童】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【育児休業を希望通りに取得できなかった理由 小学生】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ま
と
め 

前回調査と比べ、父親、母親ともに「取得した（取得中を含む）」が前回調査を上回

る結果となりました。今後も引き続き、育児に関する制度の周知徹底と意識啓発等、子

育てを支援する社会の構築への取り組みが必要です。 

  

平成30年調査 (382)

令和６年調査 (449) 39.9 47.9 9.6

2.7

(%)
ｎ

48.7 34.3 15.4

1.6

(%)

働

い

て

い

な

か
っ

た

取

得

し

た
（

取

得

中

を

含

む
）

取

得

し

て

い

な

い 無

回

答

職場に育児休業を取りにくい雰囲気があった

仕事が忙しかった

（産休後に）仕事に早く復帰したかった

仕事に戻るのが難しそうだった

昇給・昇格などが遅れそうだった

収入減となり、経済的に苦しくなる

保育所などに預けることができた

配偶者が育児休業制度を利用した

保育所などに預けることができなかった

その他

無回答

15.8

57.9

0.0

0.0

5.3

15.8

0.0

0.0

0.0

5.3

21.1

20.5

15.4

7.7

2.6

0.0

46.2

17.9

0.0

2.6

15.4

7.7

0 10 20 30 40 50 60 70

父親 n=(19)  

母親 n=(39)  

(%)

職場に育児休業を取りにくい雰囲気があった

仕事が忙しかった

（産休後に）仕事に早く復帰したかった

仕事に戻るのが難しそうだった

昇給・昇格などが遅れそうだった

収入減となり、経済的に苦しくなる

保育所などに預けることができた

配偶者が育児休業制度を利用した

保育所などに預けることができなかった

その他

無回答

40.0

50.0

0.0

0.0

20.0

30.0

0.0

0.0

0.0

0.0

20.0

44.9

26.5

0.0

2.0

2.0

20.4

16.3

0.0

6.1

16.3

10.2

0 10 20 30 40 50 60 70

父親 n=(10)  

母親 n=(49)  

(%)
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（２）教育・保育の事業について 
 

① 幼稚園・保育事業の利用状況と利用意向 
 

・就学前児童について定期的な幼稚園・保育の事業の利用状況をみると、「利用している」が

88.0％と、前回調査と比べて 8.3 ポイント上昇しています。 

・現在利用している事業については、「幼稚園（52.1％）」、「幼稚園の預かり保育（45.3％）」、

「認可保育所（30.4％）」となっています。 

・今後定期的に利用したい事業については、「幼稚園（70.4％）」、「幼稚園の預かり保育

（69.2％）」、「認可保育所（34.8％）」、「認定こども園（21.7％）」となっています。 

 

【幼稚園・保育事業の利用状況】 

 

 

 

 

 

 

 
 
【現在利用している事業及び今後利用したい事業】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ま
と
め 

令和５年度時点での施設状況等を前提とした調査でしたが、町内で令和７年度か

ら認定こども園が本格運営となることもあり、今後の利用希望について認定こども

園の割合が比較的高い状況がうかがえます。また、割合は１割に満たないものの、フ

ァミリーサポートセンターや居宅訪問型保育などの利用希望もみられ、保護者のニ

ーズに合った教育・保育事業になるよう、さらなる充実に向けた条件等の改善や環境

整備を検討していくことが必要です。 

  

平成30年調査 (316)

令和６年調査 (351) 88.0 12.0

0.0

(%)ｎ

79.7 20.3

0.0

(%)

利

用

し

て

い

る 利

用

し

て

い

な

い

無

回

答

幼稚園

幼稚園の預かり保育

認可保育所

認定こども園

小規模な保育施設

家庭的保育

事業所内保育施設

自治体（他市町村）の認証・認定保育施設

その他の認可外の保育施設

居宅訪問型保育

ファミリーサポートセンター

その他

無回答

52.1

45.3

30.4

1.6

0.6

0.0

0.3

2.3

0.0

0.3

0.0

0.6

5.2

70.4

69.2

34.8

21.7

2.8

0.3

4.8

6.0

0.0

6.6

7.1

0.6

5.1

0 10 20 30 40 50 60 70 80

現在の利用状況 n=(309)  

今後の希望状況 n=(351)  

(%)(%)
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② 土曜、日・祝日の幼稚園・保育の事業の利用希望 
 

・就学前児童の幼稚園・保育の事業の利用希望をみると、土曜日は「ほぼ毎週利用したい」と

「月に１～２回は利用したい」を合わせた“利用したい”は 36.0％と、前回調査と比べ 3.4

ポイント下降しました。 

・日曜・祝日は「月に１～２回は利用したい」が 23.9％と前回調査と比べ 4.3 ポイントの上

昇となっています。「ほぼ毎週利用したい」と「月に１～２回は利用したい」を合わせた“利

用したい”は前回調査と比べ 27.0％と 5.2 ポイント上昇しました。 

・長期休業中は「休みの期間中、ほぼ毎日利用したい」が 59.6％と前回調査と比べ 4.7 ポイ

ントの上昇となっています。 

 

【土曜日】 

 

 

 

 

 

 

【日曜・祝日】 

 

 

 

 

 

 

【長期休業中】 

 

 

 

 

 

 

ま
と
め 

前回調査と比べ、土曜日の利用希望が減少し、日・祝日の利用希望が増加しました。

長期休業中の利用については、“週に数日”の割合が 10 ポイント近く下降した一方で

“ほぼ毎日”の割合が上昇しており、フルタイムで働く母親の増加が影響していると考

えられます。今後、共働き世帯が減少することは考えにくく、また、親族・知人等の身

近な人から子育て支援を得られない世帯もあることから、日・祝日の教育・保育事業の

運営体制について検討が必要です。 

  

平成30年調査 (316)
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平成30年調査 (153)
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（３）地域子育て支援事業について 
 

① 地域子育て支援事業の利用状況と利用意向 
 

・就学前児童について地域子育て支援事業の利用状況をみると、 「いずれも利用していない」が

68.1％となっています。現在利用している事業は、「地域子育て支援センター」の事業

（11.1％）」、「子育てサロン（5.2％）」となっています。 

・今後の利用については、「利用していないが、今後利用したい」と「すでに利用しているが、

今後利用日数を増やしたい」を合わせた“利用したい”は 23.7％となっています。 

 

【現在の利用状況】 

 

 

 

 

 

 

 

 

【今後の利用希望】 

 

 

 

 

 

 

 

 

ま
と
め 

両親ともに就労している家庭が増えたため、地域子育て支援事業の利用は多くない

ものの、一定のニーズがあることから、未利用者に対する利用推奨を行うとともに、利

用者の視点に立った事業内容や運営体制の整備を図るなど、事業を充実させるための

取り組みが必要です。 

 

  

21.5

2.2

48.9 27.4

ｎ

(135)

(%)

利

用

し

て

い

な

い

が
、

今

後

利

用

し

た

い

す

で

に

利

用

し

て

い

る

が
、

今

後

利

用

日

数

を

増

や

し

た

い

新

た

に

利

用

し

た

り
、

利

用

日

数

を

増

や

し

た

り

と

は

思

わ

な

い 無

回

答

「地域子育て支援センター」の事業

その他、町が定期的に実施している事業

子育てサロン

いずれも利用していない

無回答

22.1

7.4

4.1

61.5

13.9

11.1

1.5

5.2

68.1

20.0

0 10 20 30 40 50 60 70 80

平成30年調査 n=(122)  

令和6年調査 n=(135)  

(%)
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（４）放課後の過ごし方について 
 

① 放課後を過ごさせたい場所（就学前児童） 
 

・就学前児童について小学校就学後の放課後を過ごさせたい場所をみると、低学年の期間は、

「児童館・放課後児童クラブ（63.0％）」、「自宅（30.9％）」、「習い事（ピアノ教室、サッカ

ークラブ、学習塾など）（17.3％）」の希望が多くなっています。 

・高学年の期間は、「自宅（32.1％）」、「児童館・放課後児童クラブ（27.2％）」、「習い事（ピ

アノ教室、サッカークラブ、学習塾など）（19.8％）」の希望が多くなっています。 

 

【低学年の期間】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【高学年の期間】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ま
と
め 

小学校就学後の子どもの放課後の過ごし方として、低学年の期間は「児童館・放課

後児童クラブ」の希望が最も高く、約６割となっています。子どもの健全な成長につ

ながる事業として、保護者のニーズを反映しながら、より良い事業内容への改善、環

境・運営の整備を図り、さらに充実していくことが必要です。 

 

  

児童館・放課後児童クラブ

ファミリーサポートセンター

その他（公民館、公園など）

無回答

n=(81)  

自宅

祖父母宅や友人・知人宅

習い事（ピアノ教室、サッカークラブ、学習塾など）

スポーツ少年団・小学校のクラブ

30.9

13.6

17.3

6.2

63.0

0.0

4.9

14.8

0 10 20 30 40 50 60 70
(%)

平均日数 

3.36 日 

3.64 日 

1.43 日 

1.60 日 

4.71 日 

― 日 

2.50 日 

スポーツ少年団・小学校のクラブ

児童館・放課後児童クラブ

ファミリーサポートセンター

その他（公民館、公園など）

無回答

n=(81)  

自宅

祖父母宅や友人・知人宅

習い事（ピアノ教室、サッカークラブ、学習塾など）

32.1

13.6

19.8

9.9

27.2

0.0

2.5

45.7

0 10 20 30 40 50 60 70
(%)

平均日数 

3.69 日 

3.55 日 

1.88 日 

1.88 日 

3.86 日 

― 日 

2.00 日 
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② 放課後を過ごさせたい場所・過ごしている場所（小学生） 
 

・小学生の放課後を過ごさせたい場所についてみると、低学年の期間は、「児童館・放課後児童

クラブ（44.1％）」、「自宅（40.5％）」、「習い事（ピアノ教室、サッカークラブ、学習塾など）

（25.8％）」となっています。 

・高学年の期間に過ごさせたい場所は、「自宅（67.7％）」、「習い事（ピアノ教室、サッカーク

ラブ、学習塾など）（33.2％）」、「児童館・放課後児童クラブ（21.2％）」となっています。 

・小学生が実際に平日の放課後を過ごしている場所をみると、 「自宅（66.1％）」、「児童館・放

課後児童クラブ（38.3％）」、「習い事（ピアノ教室、サッカークラブ、学習塾など）（23.6％）」

となっています。 

 

【放課後を過ごさせたい場所／低学年の期間】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【放課後を過ごさせたい場所／高学年の期間】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

【放課後を過ごしている場所】 

 

 

 

 

 

 

 

  

平均日数 

3.61 日 

3.00 日 

1.67 日 

1.71 日 

4.35 日 

2.00 日 

2.90 日 

平均日数 

4.00 日 

2.46 日 

1.87 日 

1.84 日 

3.95 日 

1.67 日 

2.90 日 

平均日数 

4.14 日 

2.92 日 

1.92 日 

2.17 日 

4.39 日 

― 日 

3.69 日 

n=(449)  

自宅

祖父母宅や友人・知人宅

習い事（ピアノ教室、サッカークラブ、学習塾など）

スポーツ少年団・小学校のクラブ

児童館・放課後児童クラブ

ファミリーサポートセンター

その他

無回答

66.1

11.6

23.6

8.0

38.3

0.0

4.5

0.7

0 10 20 30 40 50 60 70

(%)

スポーツ少年団・小学校のクラブ

児童館・放課後児童クラブ

ファミリーサポートセンター

その他

無回答

n=(449)  

自宅

祖父母宅や友人・知人宅

習い事（ピアノ教室、サッカークラブ、学習塾など）

67.7

12.5

33.2

12.2

21.2

0.7

2.2

16.5

0 10 20 30 40 50 60 70
(%)

児童館・放課後児童クラブ

ファミリーサポートセンター

その他

無回答

n=(449)  

自宅

祖父母宅や友人・知人宅

習い事（ピアノ教室、サッカークラブ、学習塾など）

スポーツ少年団・小学校のクラブ

40.5

11.1

25.8

7.8

44.1

0.4

2.2

23.2

0 10 20 30 40 50 60 70
(%)
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ま
と
め 

小学生は、概ね希望通りの場所で放課後を過ごしています。今後も子どもたちが安全

で豊かな放課後を過ごせるよう、児童館・放課後児童クラブの質の向上や、地域と密着

した居場所づくりを進めていく必要があります。 

 

 

（５）子育て環境について 
 

① 子育ての感じ方 
 

・子育ての感じ方をみると、 「喜びや楽しみが大きい」と「どちらかというと、喜びや楽しみの

方が大きい」を合わせた“喜びや楽しみが大きい”は就学前児童では 88.6％、小学生では

83.9％となっています。 

・前回調査と比べ就学前児童は 1.2 ポイント上昇し、小学生は 0.6 ポイント下降しました。 

 
 

【就学前児童】経年比較 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【小学生】経年比較 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ま
と
め 

前回調査と比較すると、就学前児童、小学生ともに大きな変化はみられません。保

護者の８割以上は子育てを楽しいと感じています。一方で、保護者の１割は子育てに

対して不安や負担を感じていることから、学習の場の提供や必要な支援、相談体制の

充実などによる不安・負担の軽減に向けた取り組みが必要です。 

  

平成30年調査 (316)

令和６年調査 (351) 35.9 52.7 9.7

0.6

1.1

(%)ｎ

36.1 51.3 10.1

1.6

0.9

(%)

喜

び

や

楽

し

み

が

大

き

い

ど

ち

ら

か

と

い

う

と
、

喜

び

や

楽

し

み

の

方

が

大

き

い

ど

ち

ら

か

と

い

う

と
、

不

安

や

負

担

の

方

が

大

き

い

と

て

も

不

安

や

負

担

を

感

じ

て

い

る

無

回

答

平成30年調査 (382)

令和６年調査 (449) 31.6 52.3 11.6

2.2

2.2

(%)ｎ

31.4 53.1 11.5

1.0

2.9

(%)

喜

び

や

楽

し

み

が

大

き

い

ど

ち

ら

か

と

い

う

と
、

喜

び

や

楽

し

み

の

方

が

大

き

い

ど

ち

ら

か

と

い

う

と
、

不

安

や

負

担

の

方

が

大

き

い

と

て

も

不

安

や

負

担

を

感

じ

て

い

る

無

回

答
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② 配偶者の育児参加の程度 
 

・配偶者の育児参加の程度をみると、就学前児童は、「ほとんどやっている（35.8％）」、「時間

があるときはやってくれる（30.4％）」、「ある程度やっている（23.8％）」となっています。 

・小学生は、「時間があるときはやってくれる（38.6％）」、「ある程度やっている（28.5％）」、

「ほとんどやっている（25.5％）」となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

ま
と
め 

子どもの年齢が上がると配偶者の育児参加が少なくなっている状況がうかがえま

す。父親の育児休業取得率も上昇しつつあることから、子どもの年齢や発達に応じた内

容で育児に積極的に参加していくよう啓発していくことが必要です。 

 

 

③ 親族・知人の協力 
 

・親族・知人の協力をみると、就学前児童・小学生ともに「緊急時もしくは用事の際には祖父

母等の親族にみてもらえる」（60.7％、47.9％）が最も多く、次いで「日常的に祖父母等の

親族にみてもらえる」（33.6％、46.5％）となっています。 

・一方、「いずれもいない」は就学前児童では 8.8％、小学生では 8.5％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ま
と
め 

子育て家庭の約半数が緊急時もしくは日常的に祖父母等の親族からの協力を得ら

れる一方で、約 1 割の家庭は親族や知人からの支援を得られない状況です。身近な

人からの援助が得られない子育て家庭に対し、個々のニーズに対応した子育て支援

の手を差し伸べるとともに、利用可能な子育て支援サービスに関する積極的な情報

提供や、利用促進の取り組みが必要です。 

  

就学前児童 (260)

小学生 (396)
25.5 28.5 38.6 6.1

1.3

(%)
ｎ

35.8 23.8 30.4 5.0 5.0

(%)

ほ

と

ん

ど

や
っ

て

い

る

あ

る

程

度

や
っ

て

い

る

時

間

が

あ

る

時

は

や
っ

て

く

れ

る

ほ

と

ん

ど

や

ら

な

い

無

回

答

いずれもいない

無回答

緊急時もしくは用事の際には祖父母等の親族にみてもらえる

日常的に祖父母等の親族にみてもらえる

緊急時もしくは用事の際には子どもをみてもらえる友人・知人がいる

日常的に子どもをみてもらえる友人・知人がいる

60.7

33.6

6.3

1.1

8.8

1.1

47.9

46.5

6.5

1.8

8.5

0.9

0 10 20 30 40 50 60 70

就学前児童 n=(351)  

小学生 n=(449)  

(%)
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④ 子育てをするうえで近所や地域に望むこと 
 

・子育てをするうえで近所や地域に望むことをみると、就学前児童・小学生ともに「子どもが

危険な目に遭いそうな時は手助けや保護をしてほしい」（69.8％、77.1％）が最も多く、次

いで「子どもが良くないことをしているのを見かけた時は、注意してほしい」（40.7％、

53.2％）となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ま
と
め 

近所や地域に望むこととして、日常的な声掛けや外出先での手助け、または、危険な

場面での注意や助けなどが求められています。地域ぐるみで子育てを行うためには、子

どもを見守る地域の大人の目と手助けを行う意識の向上が必要です。 

 
 

⑤ 子どもが病気等の際の対応 
 

・就学前児童が幼稚園等を利用できなかったことについては、86.1％が「あった」と回答し、

その際の対応は「母親が休んだ（88.0％）」、「（同居者を含む）親族・知人に子どもをみても

らった（45.9％）」となっています。 

・小学生が学校を休んだことについては、81.3％が「あった」と回答し、その際の対応は「母

親が休んだ（76.2％）」、「（同居者を含む）親族・知人に子どもをみてもらった（31.8％）」

となっています。 

・病後・病後児のための保育施設等の利用は、就学前児童は 35.4％、小学生は 16.5％が利用

を希望しています。 

 

【幼稚園等を利用できなかった・学校を休んだことの有無】 

 

 

 

 

 

  

就学前児童 (309)

小学生 (449) 81.3 18.0

0.7

(%)
ｎ

86.1 12.3

1.6

(%)

あ
っ

た

な

か
っ

た

無

回

答

出会った時に気軽に声をかけあうなど、子ども

にかかわってほしい

子どもが良くないことをしているのを見かけた

時は、注意してほしい

子どもを対象とした遊びや活動などにかかわっ

てほしい

育児などで困ったことがあった場合には相談に

乗ってほしい

子どもが危険な目に遭いそうな時は手助けや保

護をしてほしい

緊急の用事などの時に一時的に子どもをあず

かってほしい

子ども連れで交通機関や施設を利用する時に

困っていたら手助けしてほしい

その他

特にない

無回答

38.2

40.7

14.0

12.8

69.8

10.8

22.5

1.4

10.0

1.7

33.4

53.2

9.6

7.3

77.1

7.8

18.7

1.1

6.2

2.0

0 20 40 60 80 100

就学前児童 n=(351)  

小学生 n=(449)  

(%)
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【幼稚園等・学校を休んだ際の対処法】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【病後・病後児のための保育施設等の利用希望】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ま
と
め 

子育て家庭の８割以上で子どもが保育所等や学校を休んだことがあると回答して

おり、母親が仕事を休んで対応している状況です。子育てと就労の両立支援の一環と

して、病後・病後児のための保育施設等の整備を推進します。 

 

 

  

父親が仕事を休んだ

母親が仕事を休んだ

（同居者を含む）親族・知人に子どもをみても

らった

父親又は母親のうち就労していない方が子ども

をみた

病児・病後児保育施設を利用した

ベビーシッターを利用した

ファミリーサポートセンターを利用した

仕方なく子どもだけで留守番をさせた

その他

無回答

42.1

88.0

45.9

12.8

0.0

0.0

0.4

0.8

1.5

0.0

22.2

76.2

31.8

12.3

0.0

0.0

0.0

6.0

1.1

3.0

0 20 40 60 80 100

就学前児童 n=(266)  

小学生 n=(365)  

(%)

就学前児童 (240)

小学生 (284) 16.5 81.7

1.8

(%)
ｎ

35.4 63.8

0.8

(%)

で

き

れ

ば

病

児

・

病

後

児

保

育

施

設

を

利

用

し

た

い

利

用

し

た

い

と

は

思

わ

な

い

無

回

答
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⑥ 子育ての悩み 

 

・子育ての悩みをみると、就学前児童は、「子どもの病気や発育・発達のことに心配がある

（35.6％）」、「子どもの食事や栄養のことに心配がある（33.6％）」、「子育てにかかる経済

的な負担が大きい（24.2％）」となっています。 

・小学生は、「子どもの勉強や進学のことに心配がある（54.6％）」、「子どもの友だちとの関係に

心配がある（31.6％）」、「子育てにかかる経済的な負担が大きい（26.9％）」となっています。 

 

【就学前児童】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【小学生】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ま
と
め 

前回調査と比較して、就学前児童・小学生ともほぼ全ての項目で割合が増えていま

す。子どもの発達や食事、経済的負担について悩んでいる家庭が多いことがうかがえま

す。子育てにかかる経済的負担の軽減などを進めていく必要があります。 

  

子どもの病気や発育・発達のことに心配がある

子どもの食事や栄養のことに心配がある

子どもの勉強や進学のことに心配がある

子どもの友だちとの関係に心配がある

子どもとの時間を十分もてない

育児やしつけの方法がよくわからない

子どもとの接し方に自信がもてない

配偶者の協力が少ない

子育てにかかる経済的な負担が大きい

自分の時間が十分にもてない

子育ての仲間がいない

仕事が十分にできない

その他

無回答

28.8

27.2

18.7

18.7

16.1

15.2

6.6

5.1

20.6

19.3

3.2

5.1

2.5

18.4

35.6

33.6

18.8

20.5

17.4

18.2

8.0

6.3

24.2

23.9

2.6

10.5

0.9

8.8

0 10 20 30 40 50 60

平成30年調査 n=(316)  

令和6年調査 n=(351)  

(%)

子どもの病気や発育・発達のことに心配がある

子どもの食事や栄養のことに心配がある

子どもの勉強や進学のことに心配がある

子どもの友だちとの関係に心配がある

子どもとの時間を十分もてない

育児やしつけの方法がよくわからない

子どもとの接し方に自信がもてない

配偶者の協力が少ない

子育てにかかる経済的な負担が大きい

自分の時間が十分にもてない

子育ての仲間がいない

仕事が十分にできない

その他

無回答

18.3

17.3

53.4

34.3

13.1

7.1

6.8

5.5

23.0

8.4

0.8

3.4

1.8

14.9

26.7

21.6

54.6

31.6

17.4

8.2

6.0

6.2

26.9

11.6

1.3

4.0

4.0

6.5

0 10 20 30 40 50 60

平成30年調査 n=(382)  

令和6年調査 n=(449)  

(%)
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⑧ 相談先の希望 
 

・相談先の希望をみると、就学前児童・小学生ともに「身近で気軽に相談できる施設」（49.9％、

42.1％）が最も多く、次いで「子育て中の保護者同士で気軽に話せる場」（31.1％、30.3％）、

「専門的な相談ができる相談窓口」（23.6％、27.8％）、「匿名で相談できるメールや LINE

相談」（22.8％、21.6％）となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ま
と
め 

相談先の希望については、就学前児童・小学生とも同様な結果となっています。相談

内容によって相談先は異なる（相談先を変えたい）との意向がうかがえます。気軽な情

報交換の場、専門的な相談の場、匿名で相談できる場の整備・充実が必要です。 

 

 

  

身近で気軽に相談できる施設

子育て中の保護者同士で気軽に話せる場

匿名で電話相談できる窓口

匿名で相談できるメールやLINE相談

子育て経験者による子育て相談

専門的な相談ができる相談窓口

家庭に訪問して行う相談

その他

特に必要ない

無回答

49.9

31.1

8.0

22.8

15.1

23.6

7.7

1.1

12.8

2.6

42.1

30.3

8.7

21.6

8.7

27.8

5.6

1.3

16.9

1.8

0 10 20 30 40 50 60

就学前児童 n=(351)  

小学生 n=(449)  

(%)
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（６）子育てを支援するまちづくりについて 
 

① 桑折町は子育てしやすい町だと思うか 
 

・桑折町は子育てしやすい町だと思うかについては、 「子育てしやすいと思う」と「まあまあ子

育てしやすいと思う」を合わせた“子育てしやすいと思う”は、就学前児童は 84.6％、小学

生は 87.6％となっています。前回調査と比べ就学前児童は 1.0 ポイント、小学生は 7.0 ポ

イント上昇しました。 

 

【就学前児童】経年比較 

 

 

 

 

 

 

 

 

【小学生】経年比較 

 

 

 

 

 

 

 

 

ま
と
め 

就学前児童、小学生ともに８割以上が“子育てしやすいと思う”と回答しており、

前回調査と比べその割合は上昇しました。本町の子育て環境や子育て支援は、概ね評

価されていることがうかがえます。子育て家庭が今後も本町で安心して楽しく子育

てができるよう、家庭の視点、そして、子どもの視点に立った施策を積極的に進めて

いくことが必要です。 

 

  

平成30年調査 (382)

令和６年調査 (449) 42.8 44.8 8.5

1.8 0.71.6

(%)
ｎ

36.6 44.0 9.9 6.3 2.4

0.8

(%)

子

育

て

し

や

す

い

と

思

う

ま

あ

ま

あ

子

育

て

し

や

す

い

と

思

う

ど

ち

ら

と

も

い

え

な

い

あ

ま

り

子

育

て

し

や

す

い

と

は

思

わ

な

い

子

育

て

し

や

す

い

と

は

思

わ

な

い 無

回

答

平成30年調査 (316)

令和６年調査 (351) 43.9 40.7 9.1 4.0

1.11.1

(%)
ｎ

34.2 49.4 9.8 3.2 3.2

0.3

(%)

子

育

て

し

や

す

い

と

思

う

ま

あ

ま

あ

子

育

て

し

や

す

い

と

思

う

ど

ち

ら

と

も

い

え

な

い

あ

ま

り

子

育

て

し

や

す

い

と

は

思

わ

な

い

子

育

て

し

や

す

い

と

は

思

わ

な

い 無

回

答
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② 町独自事業の認知度 
 

・町独自事業の認知度をみると、認知度が高い事業については、就学前児童は「幼稚園、小・

中学校の給食費無料（93.7％）」、「幼稚園入園、小・中学校入学祝い品制服支給（93.4％）」、

「すくすく育児パッケージプレゼント（78.1％）」、「桑折町若者定住促進事業補助金

（68.4％）」となっています。 

・小学生は「幼稚園入園、小・中学校入学祝い品制服支給（98.4％）」、「幼稚園、小・中学校

の給食費無料（96.7％）」、「桑折学習塾（85.1％）」、「桑折町若者定住促進事業補助金

（63.5％）」となっています。 

 

【就学前児童】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【小学生】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

⑩桑折町若者定住促進事業補助金

⑪桑折町新婚生活支援事業補助金

⑫不妊治療費助成

⑥幼稚園、小・中学校の給食費無料

⑦桑折学習塾

⑧高校・大学等の奨学資金貸与

⑨桑折町新婚世帯家賃支援事業補助金

②病児・病後児保育利用助成

③子育てアプリ「桑折町子育てナビすくす

く」

④すくすく育児パッケージプレゼント

⑤幼稚園入園、小・中学校入学祝い品制服支

給

n = (351)

①一時預かり保育利用助成

39.6

65.8

78.1

93.4

93.7

49.9

29.6

63.2

68.4

44.2

27.4

58.1

31.3

19.9

5.1

4.8

47.9

67.8

34.5

29.3

53.6

70.4

2.3

2.8

2.0

1.4

1.4

2.3

2.6

2.3

2.3

2.3

2.3

(%)
62.4 35.9

1.7

(%)

は

い

い

い

え

無

回

答

⑫不妊治療費助成

⑧高校・大学等の奨学資金貸与

⑨桑折町新婚世帯家賃支援事業補助金

⑩桑折町若者定住促進事業補助金

⑪桑折町新婚生活支援事業補助金

④すくすく育児パッケージプレゼント

⑤幼稚園入園、小・中学校入学祝い品制服支

給

⑥幼稚園、小・中学校の給食費無料

⑦桑折学習塾

n = (449)

①一時預かり保育利用助成

②病児・病後児保育利用助成

③子育てアプリ「桑折町子育てナビすくす

く」

41.0

29.2

52.1

98.4

96.7

85.1

37.4

48.8

63.5

34.3

18.9

55.9

67.3

44.3

0.2

2.2

13.6

59.7

48.6

34.1

62.8

78.0

3.1

3.6

3.6

1.3

1.1

1.3

2.9

2.7

2.4

2.9

3.1

(%)
63.0 33.9 3.1

(%)

は

い

い

い

え

無

回

答
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③ 桑折町で子育てしたい理由 
 

・今後も桑折町で子育てしたい理由をみると、就学前児童 ・小学生ともに 「家があるから（建

てたから）」 （61.7％、68.5％）が６割以上と最も多く、次いで 「子育て支援が充実している

から」 （54.1％、50.0％）となっています。３番目、４番目の理由については、就学前児童

は「保育所の待機児童がいないから（53.2％）」、「親が近くに住んでいるから（39.8％）」、

小学生は「親が近くに住んでいるから（36.6％）」、「生まれ育ったところだから（32.0％）」

となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ま
と
め 

今後も本町で子育てしたい理由として「子育て支援が充実しているから」「保育所

の待機児童がいないから」の割合がともに約５割となっており、本町の子育て支援は

一定の評価を得ていると言えます。また、「家があるから（建てたから）」「生まれ

育ったところだから」「親が近くに住んでいるから」などの割合も高いことから、今

後は地元や地域のつながりを活かした子育て支援の充実を進め、末永く子育てしや

すい町であり続けていくことが必要です。 

 

 

  

イコーゼ！など遊び場があるから

子育て支援事業が充実しているから

保育所の待機児童がいないから

幼稚園教育が充実しているから

小・中学校教育が充実しているから

防犯・防災面で安全性が高いから

近隣の付き合いが活発だから

生まれ育ったところだから

親が近くに住んでいるから

家があるから（建てたから）

自然があるから

交通の便がよいから

その他

無回答

39.2

54.1

53.2

35.9

17.3

6.1

8.2

27.7

39.8

61.7

24.6

18.5

1.5

0.6

29.3

50.6

25.4

17.2

27.6

6.8

5.3

32.0

36.6

68.5

26.9

22.5

1.0

0.2

0 10 20 30 40 50 60 70 80

就学前児童 n=(329)  

小学生 n=(413)  

(%)
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④ 子育て支援の充実に向けて町が基本にすべき考え方 
 

・子育て支援の充実に向けて町が基本にすべき考え方をみると、就学前児童・小学生ともに「子

どもの成長・発達を優先しつつ、親の就労に配慮した子育て支援」（57.8％、57.0％）が約

６割と最も多く、次いで「親の就労を優先しつつ、子どもの成長・発達に配慮した子育て支

援」（30.8％、26.7％）となっています。 

・前回調査と比べ、 「親の就労を優先しつつ、子どもの成長・発達に配慮した子育て支援」の割

合が就学前児童は 3.9 ポイント、小学生は 1.5 ポイント上昇しました。 

 

 

【就学前児童】経年比較 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【小学生】経年比較 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ま
と
め 

就学前児童、小学生の保護者ともに、“親の就労に配慮した子育て支援”が前回調

査を上回る結果となっています。働き方の多様性、支援ニーズの変化を踏まえつつ、

就労している親の視点に立った支援を引き続き進めていくことが必要です。 

 

 

  

平成30年調査 (316)

令和６年調査 (351)

1.7

30.8 57.8 4.0 4.0

1.7

(%)ｎ

2.8

26.9 58.9 6.0 3.8

1.6

(%)

親

の

就

労

を

最

優

先

に

考

え

た

子

育

て

支

援 親

の

就

労

を

優

先

し

つ

つ
、

子

ど

も

の

成

長

・

発

達

に

配

慮

し

た

子

育

て

支

援

子

ど

も

の

成

長

・

発

達

を

優

先

し

つ

つ
、

親

の

就

労

に

配

慮

し

た

子

育

て

支

援

子

ど

も

の

成

長

・

発

達

を

最

優

先

に

考

え

た

子

育

て

支

援

わ

か

ら

な

い

無

回

答

平成30年調査 (382)

令和６年調査 (449)

2.2

26.7 57.0 7.6 4.2

2.2

(%)ｎ

2.4

25.4 56.8 6.0 6.5

2.9

(%)

親

の

就

労

を

最

優

先

に

考

え

た

子

育

て

支

援 親

の

就

労

を

優

先

し

つ

つ
、

子

ど

も

の

成

長

・

発

達

に

配

慮

し

た

子

育

て

支

援

子

ど

も

の

成

長

・

発

達

を

優

先

し

つ

つ
、

親

の

就

労

に

配

慮

し

た

子

育

て

支

援

子

ど

も

の

成

長

・

発

達

を

最

優

先

に

考

え

た

子

育

て

支

援

わ

か

ら

な

い

無

回

答
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⑤ 町が重点的に取り組む必要が高い項目 
 

・町が重点的に取り組む必要が高い項目をみると、就学前児童・小学生ともに「子育てに伴う

経済的支援の充実」（49.9％、55.7％）が５割と最も多く、次いで「医療体制の整備や小児

救急医療などの小児医療の充実」（46.7％、42.5％）となっています。３番目については就

学前児童は「保育サービスの充実（一時保育、延長保育など）（35.9％）」、小学生は「放課

後児童クラブ、こども教室の充実（22.3％）」となり、４番目は就学前児童・小学生ともに

「多様な働き方の実現、男性を含めた働き方の見直しなど仕事と子育ての両立の推進」

（19.4％、20.9％）となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ま
と
め 

町が重点的に取り組む必要が高い項目については、経済的支援、医療の充実、保育

サービスの充実、放課後児童クラブ等の充実、仕事と家庭の両立が挙げられており、

子育て支援策の柱となる項目として、今後、より一層取り組みを進めていく必要があ

ります。 

 

 

 

産後支援の充実（新生児訪問事業など）

保育サービスの充実（一時保育、延長保育な

ど）

放課後児童クラブ、こども教室の充実

相談窓口や情報提供などの子育て支援の充実

医療体制の整備や小児救急医療などの小児医療

の充実

家庭の地域における教育力の向上

子育て世代を対象にした良質な住宅の確保

公共建築物等のバリアフリー化など安心して外

出できる環境の整備

多様な働き方の実現、男性を含めた働き方の見

直しなど仕事と子育ての両立の推進

ひとり親家庭の自立支援の推進

親子のふれあいや異世代交流の場づくり

子育てに伴う経済的支援の充実

家庭内、配偶者間暴力（DV）対策の充実

障がい児対策の充実・幼児期からの一体となっ

た特別支援教育

保育所、子育て支援センターなど子育て支援関

連施設の整備

不安を抱える子どもの相談体制の充実

その他

無回答

11.7

35.9

19.1

4.0

46.7

9.7

12.8

14.5

19.4

5.4

5.1

49.9

1.1

5.7

13.4

3.4

2.8

1.4

5.1

20.7

22.3

9.1

42.5

15.1

10.5

14.0

20.9

8.0

4.0

55.7

1.8

12.0

4.0

8.5

2.4

1.8

0 10 20 30 40 50 60

就学前児童 n=(351)  

小学生 n=(449)  

(%)
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第３章 計画の基本的な考え方 
 

１．基本理念 
 

本計画では、次代を担う子どもたちが伸び伸びとした環境の中で明るく元気に成長し、豊か

な心や個性、創造性、社会性を育み、将来に向けてたくましく「生きる力」を身に付けること

ができるよう、地域全体で子育てを支援する環境を充実させ、子どもたちの輝く笑顔で町全体

が活性化することを目指し、基本理念を以下のように定めます。 

 

≪基本理念≫ 

 

～ 好きです こおり ～ 

ともに支え愛
あい

 子どもの笑顔が輝き いきいきと健やかに育つまち 

 

 

２．基本的な視点 
 

基本理念の実現に向け、次の３つを計画立案の基本的な視点とします。 

 

●子どもの視点 

全ての子どもは、生まれながらにして多様な人格を持った個人として尊重されるべ

き存在で、必要な支援を受ける権利を持っています。子どもの利益を第一に考え、子

どもにとって何が最良なのか、子ども自身は何を求めているのかという視点に立ち、

ライフステージを通じた切れ目ない支援の確保、子どもを取り巻く環境の整備に取り

組んでいきます。 

 

●家庭の視点 

子育てを取り巻く社会環境やライフスタイルの変化、家庭の事情が多様化・複雑化

する中、子育て家庭が心身ともにゆとりを持って子育てができるよう、子育て家庭の

視点に立ち、仕事と家庭の両立支援やサービス利用者のニーズに即した取り組みを総

合的に進めていきます。 

 

●地域全体による支援の視点 

子育ては保護者が第一義的責任を有するという基本的認識のもと、行政、保育所・

幼稚園等、学校、職場、関係団体など子どもを取り巻く地域全体が子どもや子育て家

庭を支援するという視点に立ち、子育てが多くの人の愛情によって支えられていると

実感できる取り組みを進めていきます。  
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３．施策体系 
 

本計画は、基本理念の実現に向けて、３つの基本的な視点と７つの基本目標を下記の体系の

とおり整理し、それぞれの関連性を加味しながら、施策・事業に取り組みます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 基本目標７ 

特に支援が必要な子ども
や家庭への支援 

(１) 障がい児支援の充実 

(２) ひとり親家庭への支援 

(３) 子どもの貧困対策の推進 

 基本目標６ 

仕事と家庭生活の 
両立支援の推進 

(１) 仕事と子育ての両立の支援 

(２) 多様な働き方の実現及び働き方の

見直し 

(３) 家族の時間の確保・充実の推進 

 基本目標３ 

地域における子育て支援
の充実 

(１) 子育て支援サービスの充実 

(２) 子育て支援のネットワークづくり 

 基本目標４ 

子どもの生きる力の育成 

(１) 次代の親となる教育の推進 

(２) 教育環境の整備 

(３) 家庭や地域の教育力の向上 

 基本目標５ 

子育てを支援する安全・
安心なまちづくり 

(１) 子育てを支援する生活環境の整備 

(２) 子どもの安全の確保 

 基本目標２ 

母子の健康の確保及び 
増進 

(１) 妊娠・出産期の支援 

(２) 健康・保健教育の推進 

(３) 子ども医療の支援 

(１) 子どもの権利擁護の推進 

(２) 児童虐待防止対策の推進 

(３) 困難に直面する子どもへの支援 

 基本目標１ 

子どもの人権の尊重 

基本目標 推進施策 基本的な視点 

●
子
ど
も
の
視
点 

 
 

●
家
庭
の
視
点 

 
 

●
地
域
全
体
に
よ
る
支
援
の
視
点 
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★町独自の支援・助成 

 

主要施策 

①幼児・児童への交通安全対策事業の推進  ②幼児・児童への防犯対策事業の推進 

①町営住宅整備事業の推進  ②公園の適正管理  ③多目的複合施設利用の推進  ④賑わい創出拠点づくり事業 

⑤桑折町結婚新生活支援事業  ★桑折町若者定住促進事業補助金  ★桑折町新婚世帯家賃支援事業補助金 

★子育て世帯定住促進住宅 

①障がい児自立支援の推進  ②経済的支援  ③就学・就労相談の充実  ④障がい児の保育・教育支援の充実 

⑤ことばの教室 

①相談窓口の充実  ②経済的支援 

①教育に係る経済的負担軽減の整備（再掲）  ②桑折学習塾（再掲）  ③英検受験料助成（再掲） 

④相談支援  ⑤児童手当等の周知（再掲） 

①子ども家庭センター「すくすく」の運営  ②相談窓口の充実  ③養育支援訪問事業の整備 

④子どもを守る地域ネットワーク機能強化事業の推進  ⑤子育て世帯訪問支援事業  ⑥親子関係形成支援事業 

⑦子どもの権利に関する啓発  ⑧人権相談事業 

①相談窓口の充実（再掲）  ②子育て世帯訪問支援事業（再掲）  ③子ども虐待防止の啓発 

①不登校等に対する相談体制の整備強化  ②児童育成支援拠点の実施体制の整備  ③子育て世帯訪問支援事業（再掲） 

④スクールカウンセラーの活用  ⑤スクールソーシャルワーカーの活用  ⑥教育支援 

①子ども医療費の助成  ②医療機関等との連携強化  ③「福島県救急電話相談」の設置  ④予防接種の実施 

★予防接種費用助成 

①乳幼児健康診査の充実  ②育児相談の充実  ③産後ケア事業の実施  ④妊産婦への支援の充実（再掲） 

⑤生活習慣確立のための教育・支援  ⑥食育の推進  ⑦思春期対策・支援の推進  ⑧放射線への不安軽減 

①妊産婦への支援の充実  ②乳児家庭全戸訪問事業の推進  ③妊婦等包括相談支援事業  ④妊婦のための支援給付 

★すくすく育児パッケージプレゼント＆訪問指導  ★ベビースケール貸出事業 ★妊婦・出産ママ交通費助成事業 

★不妊治療助成事業 

①病児・病後児保育事業の推進  ②一時預かり事業の充実  ③延長保育事業の推進  ④地域子育て支援拠点事業の推進 

⑤児童館運営の推進  ⑥放課後児童クラブ運営の推進  ⑦利用者支援事業の推進  ⑧地域の人材活用の推進 

⑨ファミリー・サポート・センター事業の整備  ⑩子育て短期支援事業の整備  ⑪多様な主体が本制度に参入することを促進

するための事業  ⑫乳児等通園支援事業（こども誰でも通園制度）の整備  ⑬子育て支援の情報提供の充実 

⑭児童手当等の周知  ★一時預かり保育利用助成  ★病児・病後児保育利用助成 

①育児サークル支援の充実 

①総合的な学習の充実  ②学力の向上に関する支援  ③不登校等に対する相談体制の整備強化（再掲） 

④情報モラル教育の推進  ⑤教職員研修の充実  ⑥就学前児の保育教育の充実  ⑦情報の提供・啓発活動の推進 

⑧実費徴収に係る補足給付を行う事業の推進  ⑨教育に係る経済的負担軽減の整備 

★給食費助成  ★入園祝い品制服支給  ★小・中学校入学祝い品制服支給  ★桑折学習塾  ★英検受験料助成 

★奨学資金貸与  ★認定こども園延長保育料助成事業  ★認定こども園（臨時）預かり保育料助成事業 

★認定こども園制服購入費助成事業 

①地域の人材活用の推進  ②思春期対策支援の推進（再掲） 

①読書推進事業の推進  ②家庭の教育力向上事業の充実  ③育児サークル支援の充実（再掲）  ④地域の人材活用の推進 

①男女共同参画社会の推進（再掲）  ②生活習慣確立のための教育・支援  ③読書推進事業の推進（再掲） 

④親子のふれあいイベントの実施  ⑤遊びと学びの場の情報提供 

①病児・病後児保育事業の推進(再掲)  ②延長保育事業の推進(再掲)  ③一時預かり事業の充実(再掲) 

④放課後児童クラブ運営の推進  ⑤支援員の資質の向上 

①男女共同参画社会の推進 
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第４章 分野別施策の展開 
 

基本目標１ 子どもの人権の尊重 
 

子どもの生活や成長に影響を及ぼす人権問題については、児童虐待、いじめ、不登校、貧困、

ヤングケアラーなどが大きな社会問題となっています。こうした問題は被害者側から声を上げ

ることは難しいため、周りの人が異常にいち早く気づき、迅速に支援していくことが重要です。 

子どもを取り巻く課題が深刻化する中、子ども一人ひとりを権利の主体としてその人権を尊

重する社会の構築が求められています。 

そのため、「基本目標１ 子どもの人権の尊重」の目標達成に向け、「子どもの権利擁護の推

進」「児童虐待防止対策の推進」「困難に直面する子どもへの支援」の３つの推進施策に取り組

んでいきます。 

全ての子どもが人として尊重され、次代の町を担う存在として尊重されるよう、積極的な啓

発活動を行うとともに、全ての子どもと子育て家庭、妊産婦を対象とした、子育ての悩み相談

や、虐待の情報収集、児童相談所や医療機関等との連絡調整等を担うこども家庭センター「す

くすく」を中心として、子どもの権利擁護を推進していきます。 

 

 

（１）子どもの権利擁護の推進 
 

子どもの人権を確保するためには、子ども自身がお互いの人権を尊重し合うことの大切さを

理解することが大切です。また、地域住民においてもお互いが価値観の多様性を認めて理解し

合い、協力していくことで、基本的な人権についての理解が深まっていきます。 

子どもの人権に関わる課題に対しては関係機関との連携が必要となることから、幼稚園や学

校、医療機関などの関係機関や、民生委員児童委員等を通して、児童虐待等の恐れのある家庭

の情報収集に努めるとともに、中央児童相談所と連携し、協議会や個別ケース検討会議におい

て、情報の共有と課題解決に向けた協議を行っていきます。 

さらに、小・中学校の人権教育をはじめ、町民への 「子どもの権利条約」及び「いじめ防止

対策推進法」の啓発・普及に努めるとともに、こども家庭センター「すくすく」や関係機関と

の連携による情報の共有化を図り、子どもの人権擁護のための取り組みを推進します。 
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【主要施策一覧】＊印は、子ども・子育て支援法第 59 条による推進事業 

№ 主要施策 施策の概要 対 象 事業主体 

１ 

こども家庭セ

ンター「すく

すく」の運営 

安心して子育てができるよう、妊娠・出産・子育てに関

する情報を提供し、全ての妊産婦、子育て世帯、子どもへ

一貫した切れ目のない支援を行います。 

0～18 歳 

家族 

妊産婦 

すくすく 

(健康福祉課) 

２ 
相談窓口の充

実 

児童虐待や障がい・育成、就学・就労などについて保護

者や関係者が相談できる環境を整えるため、窓口直接や電

話での随時相談に応じる体制を整備し周知します。また、

児童相談所、関係機関と連携を図り、相談援助活動を行い

ます。 

0～18 歳 

保護者 

すくすく 

(健康福祉課) 

３ 
＊養育支援訪

問事業の整備 

継続的支援が必要な家庭を支援するため、計画的に定期

的な訪問や相談を実施し、育児の情報提供や各種指導を実

施します。 

0～18 歳 
すくすく 

(健康福祉課) 

４ 

＊子どもを守

る地域ネット

ワーク機能強

化事業の推進 

要保護児童対策協議会（子どもを守る地域ネットワー

ク）の機能強化のため、調整機関職員やネットワーク構成

（関係機関）の専門性強化とネットワーク機関間の連携強

化を図ります。 

すくすく 

(健康福祉課) 
健康福祉課 

５ 
子育て世帯訪

問支援事業 

家庭や養育環境を整え、虐待リスク度の高まりを未然に

防ぐため、要支援児童、要保護児童及びその保護者、特定

妊婦等、または支援を要するヤングケアラーを含めた家庭

を訪問し、子育てに関する情報の提供、家事・養育に関す

る相談や援助を行います。 

0～18 歳 

家族 

妊産婦 

健康福祉課 

６ 
親子関係形成

支援事業 

親子間における適切な関係性の構築を目的として、子ど

もの発達の状況等に応じた情報提供、相談、助言を行う、

国が示した新たな事業です。「ペアレントトレーニング」

を実施し、事業の推進を図ります。 

0～18 歳 

保護者 

すくすく 

(健康福祉課) 

７ 
子どもの権利

に関する啓発 

子どもの保護と基本的人権の尊重を促進することを目的

とした「子どもの権利条約」及び「いじめ防止対策推進法」

の啓発・普及に努めます。 

0～18 歳 

保護者 

健康福祉課 

教育文化課 

８ 人権相談事業 

関係機関と連携して相談に当たるとともに、法務省人権擁

護局で開設している「子どもの人権 110番」の周知を図り、

子育て家庭の不安軽減に努めます。 

0～18 歳 

家族 

健康福祉課 

教育文化課 

 
 
  

相談窓口 
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（２）児童虐待防止対策の推進 
 

全国各地で虐待に関する問題が深刻化しており、児童虐待の早期発見・早期対応及び児童虐

待の被害を受けた児童に対して適切な保護を行うことは喫緊の課題となっています。児童虐待

が発生する背景としては、核家族化に伴う育児の孤立、人間関係の希薄化、家族の経済的困窮

など様々な要因が指摘されています。 

本町では保護者や関係者が随時相談できる相談窓口を設置し、関係機関と連携を図りながら、

児童虐待の解決に向けた相談援助活動を行っています。 

地域住民に対しては、児童虐待防止に向けた啓発活動を継続して実施することが重要である

ため、啓発活動の充実に努めるとともに、今後も子どもの人権を尊重し、心身の健全な成長が

図られるよう、虐待防止に向けた取り組みを進めていきます。 

 

【主要施策一覧】 

№ 主要施策 施策の概要 対 象 事業主体 

１ 
相談窓口の充

実（再掲） 

児童虐待や障がい・育成、就学・就労などについて保護

者や関係者が相談できる環境を整えるため、窓口直接や電

話での随時相談に応じる体制を整備し周知します。また、

児童相談所、関係機関と連携を図り、相談援助活動を行い

ます。 

0～18 歳 

保護者 

すくすく 

(健康福祉課) 

２ 

子育て世帯訪

問支援事業 

（再掲） 

家庭や養育環境を整え、虐待リスク度の高まりを未然に

防ぐため、要支援児童、要保護児童及びその保護者、特定

妊婦等、または支援を要するヤングケアラーを含めた家庭

を訪問し、子育てに関する情報の提供、家事・養育に関す

る相談や援助を行います。 

0～18 歳 

家族 

妊産婦 

健康福祉課 

３ 
子ども虐待防

止の啓発 

毎年、子ども虐待予防に関する内容を町の広報紙や町ホ

ームページに掲載します。 

0～18 歳 

保護者 

すくすく 

(健康福祉課) 

 

  



第４章 分野別施策の展開 

43 

（３）困難に直面する子どもへの支援 
 

成長過程における子どもたちが抱える悩みや困難は多岐にわたりますが、心の問題やいじめ、

ひきこもり、不登校、ヤングケアラーなど、抱える困難が複雑・深刻化し、解決が難しくなっ

てしまうケースも少なくありません。 

課題解決に向けては、支援を必要とする子どもや家庭の早期発見に努めることが重要であり、

専門的な関係機関と連携しながら継続的な支援を続けていくことが必要です。 

子ども自身やその家族が抱える様々な悩み、課題を身近に相談できる体制を強化するととも

に、関係機関・団体と連携し、専門的な見地から支援を継続的に実施していく体制づくりを図

ります。 

 

【主要施策一覧】 

№ 主要施策 施策の概要 対 象 事業主体 

１ 

不登校等に対

する相談体制

の整備強化 

不登校児童生徒に対応するため、定期的に不登校児童生

徒調査を行い、その把握に努めます。また、各学校におい

て保護者面談を行うとともにスクールソーシャルワーカ

ーを配置し、相談体制の強化に努めます。 

小学生 

中学生 
教育文化課 

２ 

児童育成支援

拠点事業の実

施体制の整備 

家庭や学校に居場所のない児童等についてアセスメン

トし、児童の状況に応じた支援を包括的に提供するため、

事業の実施体制を検討します。 

0～18 歳 健康福祉課 

３ 

子育て世帯訪

問支援事業 

（再掲） 

家庭や養育環境を整え、虐待リスク度の高まりを未然に

防ぐため、要支援児童、要保護児童及びその保護者、特定

妊婦等、または支援を要するヤングケアラーを含めた過程

を訪問し、子育てに関する情報の提供、家事・養育に関す

る相談や援助を行います。 

0～18 歳 

家族 

妊産婦 

健康福祉課 

４ 

スクールカウ

ンセラーの活

用 

子どもたちの内面に抱えるストレスや不満を解消するた

め、スクールカウンセラーを配置し、活用します。 

小学生 

中学生 
教育文化課 

５ 

スクールソー

シャルワーカ

ーの活用 

小中学生、保護者、教職員に対して福祉の立場から、生徒指

導上の課題について支援を行います。 

また、スクールカウンセラーと連携してヤングケアラーな

ど、支援が必要な子どもを特定し、関係機関に紹介します。 

0～15 歳 

家族 
教育文化課 

６ 教育支援 
長期欠席をしている不登校の小中学生を対象に、学習等の

援助を行いながら、社会的自立を目標とした支援を行います。 

小学生 

中学生 

保護者 

教育文化課 
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基本目標２ 母子の健康の確保及び増進 
 

子どもが健やかに生まれ成長していくためには、妊娠・出産・育児についての知識を得るこ

とはもちろん、母子の心身の健康が何よりも重要です。子育てを通じて親子が絆を深め、心身

ともに健やかな日々を送ることができるよう、妊娠・出産期、乳幼児期を通じたきめ細かい支

援が求められています。 

そのため、「基本目標２ 母子の健康の確保及び増進」の目標達成に向け、 「妊娠・出産期の

支援」「健康・保健教育の推進」「子ども医療の支援」の３つの推進施策に取り組んでいきます。 

町と関係機関が密に連携しながら、子どもを安心して産み育てることのできるまちづくりを

進めていきます。 

 

 

（１）妊娠・出産期の支援 
 

少子化・核家族化 ・晩婚化が進み、子育て環境が変化する中、妊娠・出産について不安を抱

えるケースや支援が必要な家庭もあることから、一人ひとりに寄り添った妊娠中のケアや出産

後のサポートが必要とされています。 

本町では、妊婦全戸訪問や乳児家庭全戸訪問、各種健康診査など様々な場において、保健師

等の専門スタッフによる健康状態の把握や相談支援、育児のアドバイスを行い、母子の健康づ

くりと不安の解消に向けた取り組みを実施しています。また、町の独自支援として、妊婦全戸

訪問時におむつや子ども用食器を詰めた育児パッケージのプレゼントを行い、出産後からスム

ーズに子育てができるよう支援しています。 

今後も、子育て家庭が安心して子育てができるよう、時代やニーズの変化を注視しながら、

既存の母子保健事業の内容の充実と質の向上に努めていきます。 

 

【主要施策一覧】＊印は、子ども・子育て支援法第 59 条による推進事業 

№ 主要施策 施策の概要 対 象 事業主体 

１ 
＊妊産婦への

支援の充実 

妊娠中の健康管理のため、母子健康手帳交付日を設け、

保健師等による妊婦相談・指導を実施します。また、継続

して支援が必要な者に対しては、訪問等を行い支援しま

す。 

さらに、妊娠中の疾病や異常の早期発見のため、妊婦健康

診査や精密健康診査、歯科検診の費用を助成し、経済的軽

減を図る支援を実施します。 

・母子健康手帳交付、妊婦相談 

・妊産婦一般健康診査 

・妊産婦への喫煙・飲酒防止教育の推進 

・妊婦全戸訪問指導 

・栄養相談 

・新生児全戸訪問指導 

・父親、母親教室への参加促進等 

妊婦 

家族 

すくすく 

(健康福祉課) 

２ 

＊乳児家庭全

戸訪問事業の

推進 

保護者が安心して子育てできる環境を整えるため、生後

４か月までの乳児のいる家庭を対象に保健師等が家庭訪

問し、発育・発達を確認して相談等を実施します。 

0 歳 

保護者 

すくすく 

(健康福祉課) 

３ 
妊婦等包括相

談支援事業 

妊産婦や配偶者等に対して面談等により情報提供や相

談等（伴走型相談支援）を行います。 

妊産婦 

家族 

すくすく 

(健康福祉課) 
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№ 主要施策 施策の概要 対 象 事業主体 

４ 
妊婦のための

支援給付 

妊婦を対象として、妊娠による心身の負担軽減のため、

妊婦であることの認定後に５万円、妊娠している子どもの

人数の届出時に妊娠している子どもの子どもの数×５万

円を支給します。 

妊産婦 
すくすく 

(健康福祉課) 

 

【町独自の支援・助成】 

№ 事業名 内 容 担当課 

１ 

すくすく育児

パッケージプ

レゼント＆訪

問指導 

妊娠 34 週前後に妊婦全戸訪問を実施し、育児に必要な育児用品をプレゼ

ントします。また、妊娠中の健康管理の確認と産後の育児のアドバイス及び

川島隆太先生の著書で育児に関する本『頭のよい子に育てるために今すぐ絶

対やるべきこと』の配付を行います。 

すくすく 

(健康福祉課) 

２ 
ベビースケー

ル貸出事業 

母乳育児の推進と出産直後の育児不安解消のため、産後２か月を目安にベ

ビースケール（新生児用体重計）を無料で貸し出します。 

すくすく 

(健康福祉課) 

３ 

妊婦・出産マ

マ交通費助成

事業 

交通手段に不自由する妊産婦への支援として、急な体調の変化や通院に対

応できるように、母子手帳交付時にタクシー券を給付します。 

すくすく 

(健康福祉課) 

４ 
不妊治療助成

事業 

特定不妊治療を受ける夫婦の経済的負担を軽減するため、医療保険適用後

の自己負担分について助成します。 

すくすく 

(健康福祉課) 

 

 

（２）健康・保健教育の推進 
 

親子が心身ともに健康であることは何物にも代えがたく、親子が健康を保ち、健やかな毎日

を過ごすことができるよう、健康・保健に関して、きめ細かい配慮に基づいた支援が必要です。 

本町では、乳幼児健康診査において、母子及び子育て家庭の一貫した健康の管理と保持増進

を図っています。また、安定した生活リズムが子どもの健全な育成や成長にとって重要である

ことから、早寝・早起きなどの生活習慣の大切さを伝えるとともに、子どもと保護者が望まし

い食習慣について学習する機会を提供するため、食育教育を実施し、子育て家庭と連携を図っ

た取り組みを推進してきました。 

今後も、母子保健事業の内容充実に努めるとともに、子どもの発達段階に応じた食育や、健

康に関する事業・教育を進めていきます。 

  

すくすく育児パッケージプレゼント 
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【主要施策一覧】＊印は、子ども・子育て支援法第 59 条による推進事業 

№ 主要施策 施策の概要 対 象 事業主体 

１ 
＊乳幼児健康

診査の充実 

乳幼児の異常の早期発見へつなげるため、乳児期、幼児

期の適切な時期に乳幼児健康診査を実施します。 

さらに、乳幼児期の健全な発育、発達のため、保護者へ栄

養・歯科指導、各種教室等を行います。健康診査後、継続

的支援が必要な乳幼児には事後指導や訪問、相談を継続的

に実施します。 

また、保護者の健康への意識向上を図るため、保護者に対

して体組成計による測定や歯科検診、尿中塩分濃度測定を

実施します。 

・１か月児健康診査 

・４・７か月児健康診査 

・10～11 か月児健康診査 

・１歳６か月児健康診査 

・３歳６か月児健康診査 

・５歳児健康診査 

・栄養相談 

・フッ化物塗布 

・むし歯予防教室等 

0～5 歳 

保護者 

すくすく 

(健康福祉課) 

２ 
育児相談の充

実 

保護者が安心して子育てできる相談事業の充実を図る

ため、育児相談日を設け保健師等により個別相談及び発育

測定を実施し、子どもの健康状態を確認し、保護者が子育

てに関して、不安や悩みなどを気軽に相談できるよう支援

します。また、随時電話やメール、子育て支援アプリオン

ラインによる相談も実施します。 

0～5 歳 

保護者 

すくすく 

(健康福祉課) 

３ 
産後ケア事業

の実施 

産後の母子に対して、心身のケアや育児のサポート等を

行い、産後も安心して子育てができる支援体制を確保する

ため、福島県助産師会に委託して、事業を行います。 

出産後１年未満

の母子 

すくすく 

(健康福祉課) 

４ 

＊妊産婦への

支援の充実

（再掲） 

妊娠中の健康管理のため、母子健康手帳交付日を設け、

保健師等による妊婦相談・指導を実施します。また、継続

して支援が必要な者に対しては、訪問等を行い支援しま

す。 

さらに、妊娠中の疾病や異常の早期発見のため、妊婦健康

診査や精密健康診査、歯科検診の費用を助成し、経済的軽

減を図る支援を実施します。 

・母子健康手帳交付、妊婦相談 

・妊産婦一般健康診査 

・妊産婦への喫煙・飲酒防止教育の推進 

・妊婦全戸訪問指導 

・栄養相談 

・新生児全戸訪問指導 

・父親、母親教室への参加促進等 

妊婦 

家族 

すくすく 

(健康福祉課) 

５ 

生活習慣確立

のための教

育・支援 

子どもの心身の健康を育む正しい生活習慣・生活リズム

の構築のために、保護者や子どもを対象に、「早寝・早起

き・朝ごはん」の実践をはじめとした各取り組みの普及・

教育を、健診や幼稚園、認定こども園、学校で実施します。 

0～15 歳 

保護者 

すくすく 

(健康福祉課) 

教育文化課 

６ 食育の推進 

子どもの健康な体づくりを支援するため、保護者や子ど

もを対象に調理実習や食育指導・栄養相談を実施します。 

0～15 歳 

保護者 

すくすく 

(健康福祉課) 

子どもの望ましい食習慣づくりのため、幼稚園や認定こ

ども園において、子どもたちへの食育教育を実施します。

また、家庭との連携を図った取り組みを推進します。 

幼稚園児 

認定こども園児 

保護者 

教育文化課 

児童生徒に食に関する正しい知識と望ましい食習慣を

身に着けさせるため、各学校において食育教育を教育課程

に位置づけし、各学期ごと、指導目標を掲げ指導に努めま

す。 

小学生 

中学生 
教育文化課 
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№ 主要施策 施策の概要 対 象 事業主体 

７ 
思春期対策・

支援の推進 

子どもの思春期に起こる心と体の悩み等に適切な対応

をするため、学校保健と連携を図った取り組みを行いま

す。また、教室等の開催を行い、子どもたちに飲酒や喫煙

の危険性、生命や自分の命、子育ての大切さを学ぶ機会を

作ります。 

小学生 

中学生 

高校生 

保護者 

健康福祉課 

児童生徒に適切な思春期対策を行うため、各学校におい

て健康安全教育全体計画を教育課程に位置づけ、保健指

導・学習に努めます。また、保護者に対しては、学校便り

や家庭教育学級を通して啓発活動を行います。 

小学生 

中学生 

保護者 

教育文化課 

８ 
放射線への不

安軽減 

幼稚園児と児童生徒に安全で安心な給食を提供するた

め、学校給食センターで調理した給食の食品検査を毎日配

膳前に実施し、育児中の保護者の不安解消に努めます。 

幼稚園児 

小学生 

中学生 

保護者 

教育文化課 

町民の「食」の安全安心のため、自家消費野菜、給食等

の食品放射能濃度測定を学校給食センターにおいて実施

します。 

町民 生活環境課 

 
 

（３）子ども医療の支援 
 

子どもの成長過程においては、子どもが病気やけがをすることは避けられません。子どもを

安心して生み育てられる環境を整備する上で、医療機関の充実や医療費の負担軽減は重要です。 

本町では、保護者の経済的な負担を軽減するため、子ども医療費助成や任意予防接種の助成

を行っているほか、休日担当医のホームページへの掲載など情報提供の充実を図り、子どもた

ちが健やかに成長できるよう努めてきました。 

今後も引き続き、各種助成を実施するとともに、小児救急医療の充実のため、近隣の自治体

や救急指定病院、消防署等の関係機関との連携をより強化していきます。 

 

【主要施策一覧】 

№ 主要施策 施策の概要 対 象 事業主体 

1 
子ども医療費

の助成 

子どもの健康増進と保護者の負担軽減のため、子ども医

療費助成を実施します。対象となる医療費は、入院・通院

にかかる保健診療分の一部負担金と入院時における食事

療養費、補装具等。 

満 18 歳に達す

るまでの児童 
健康福祉課 

２ 
医療機関等と

の連携強化 

小児救急医療の充実のため、近隣の自治体や救急指定の

病院、消防署等の関係機関との連携を強化します。 
関係機関 

すくすく 

(健康福祉課) 

３ 

「福島県救急

電話相談」の

設置 

急な病気やけがへの応急手当の方法や受診・救急車要請

の必要性に対して専門家から助言を行い、利用者が対処方

法を判断する支援をします。 

急に具合の悪く

なった県内在住

者 

福島県、県内

全市町村 

４ 
予防接種の実

施 

感染症のまん延及び疾病の発症を防ぐため、予防接種法

によって定められた各予防接種の実施と啓発を行います。 
0～18 歳 

すくすく 

(健康福祉課) 

 

【町独自の支援・助成】 

№ 事業名 内 容 担当課 

1 
予防接種費用

助成 

おたふくかぜ、成人風疹、インフルエンザ等の任意接種の予防接種費用を

一部または全額助成します。 
健康福祉課 
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基本目標３ 地域における子育て支援の充実 
 

子どもを取り巻く環境や社会は、少子化や女性就業率の増加、就業形態・価値観の多様化、

コロナ禍を経て、まだ改善すべき問題が多くあります。かつては地域の相互扶助機能が高く、

多くの地域でお互いに助け合う生活が営まれていましたが、近年は核家族化の進行等とともに

地域の見守りやコミュニティのつながりが希薄化し、子育てに孤独感、負担感を感じている子

育て家庭も少なくありません。 

このような中、子育て家庭から求められているのは、妊娠期から子育て期にわたる切れ目の

ない支援や、子どもが地域の中で温かく見守られながら健やかに成長していくことのできる環

境です。家族の協力のもと、子育て家庭が行政の提供するサービスを利用し、また、地域から

も様々な場面で支えられながら子育てができるしくみや意識づくりが必要です。 

そのため、「基本目標３ 地域における子育て支援」の目標達成に向け、 「子育て支援サービ

スの充実」「子育て支援のネットワークづくり」の２つの推進施策に取り組んでいきます。 

誰もが安心して子育てができる「子育てがしやすいまち」を目指し、各施策の充実を図りま

す。 

 

 

（１）子育て支援サービスの充実 
 

女性の就労率が上がり、共働き家庭が一般化している現在では、保護者の子育て支援サービ

スに対する期待は高く、保育需要や教育・保育の質については引き続き注視が必要です。 

本町では、保育所における延長保育や幼稚園での預かり保育をはじめ、小学生の放課後児童

保育など、共働き家庭等への様々な子育て支援を行ってきました。待機児童については、現在、

待機児童「ゼロ」の状態を継続しています。 

ニーズ調査の結果によると、『（本町は）子育てしやすいと思う』と回答した保護者が８割以

上と高評価をいただき、町の取り組みがある程度評価されたものと捉えておりますが、全ての

子育て家庭が「これからも桑折町で子育てしたい」「桑折町は子育てしやすい」と思える町であ

り続けるよう、既存サービスのさらなる質の向上や、子育て支援の情報提供の充実、時代のト

レンドを反映した新たなニーズに対応する子育て支援サービスの検討・提供に努めていきます。 

 

【主要施策一覧】＊印は、子ども・子育て支援法第 59 条による推進事業 

№ 主要施策 施策の概要 対 象 事業主体 

１ 

＊病児・病後

児保育事業の

推進 

保護者が安心して就労できる環境を整えるため、就労等

により家庭での保育ができない風邪等の疾病の子ども、病

後間もない子どもを対象に、保育ができる支援体制整備に

ついて検討します。また、令和７年度開園の認定こども園

の園児を対象に、自園型の病児・病後児保育事業を実施し

ます。 

0～5 歳 教育文化課 

２ 
＊一時預かり

事業の充実 

保護者が一時的な事情により家庭での保育が困難な状

況に対応できる環境を整備するため、在宅の子どもを対象

により認定こども園で一時預かり事業を実施します。 

0～5 歳の 

在宅児 
健康福祉課 
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№ 主要施策 施策の概要 対 象 事業主体 

（前ページの続き） 

＊一時預かり

事業の充実 

 

保護者が安心して就労できる環境を整えるため、就労等

により家庭での保育ができない町内幼稚園、認定こども園

に通園する園児を対象に預かり保育を実施します。また、

緊急に必要になった場合の臨時預かり保育も実施します。 

幼稚園児 

認定こども園児 
教育文化課 

３ 
＊延長保育事

業の推進 

保護者が安心して就労等できる環境を整えるため、認定

こども園の子どもを対象に延長保育を実施します。 
認定こども園児 教育文化課 

４ 

＊地域子育て

支援拠点事業

の推進 

乳幼児とその保護者が相互の交流を図ることができる

環境を整えるため、認定こども園に事業を委託して実施し

ます。 

0～5 歳 

保護者 
健康福祉課 

５ 
児童館運営の

推進 

児童の健全育成の拠点となり、乳幼児とその保護者や小

学生等を安全安心に過ごさせるため、幼児への施設開放や

放課後児童保育の実施や、地域組織活動の育成を図りま

す。 

0～18 歳 

保護者 
教育文化課 

６ 

＊放課後児童

クラブ運営の

推進 

児童の健全な育成を図り、保護者が安心して就労ができ

る環境を整えるため、就労により家庭での保育ができない

町内の小学校に通学する児童を対象に放課後児童保育を

実施します。また、緊急に必要になった場合の臨時放課後

児童保育も実施します。民営の学童クラブとも連携を図り

ます。 

小学生 教育文化課 

７ 
＊利用者支援

事業の推進 

子どもやその保護者、または妊娠している人が教育・保

育施設や地域の子育て支援事業等の円滑な利用ができる

体制を整えるため、情報提供や相談・助言等を行うととも

に、関係機関との連絡調整も実施します。また、安心して

子育てができるよう、妊娠・出産・子育てに関する情報を

提供します。 

0～15 歳 

保護者 

家庭 

妊婦 

すくすく 

(健康福祉課) 

８ 
地域の人材活

用の推進 

子どもの遊びや学習活動に地域の人が積極的に関わり、

地域全体で子どもたちの成長を支えるため、地域の人材を

積極的に活用します。 

幼稚園児 

認定こども園児 

小学生 

中学生 

教育文化課 

９ 

＊ファミリ

ー・サポート・

センター事業

の整備 

乳幼児や小学生の保護者を会員とした相互援助活動を

支援するため、児童の預かり等の援助を受けることを希望

する者と当該援助を行うことを希望する者との連絡、調整

を行う体制整備を検討します。 

0～12 歳 

保護者 
健康福祉課 

10 

＊子育て短期

支援事業の整

備 

児童の健全育成を図るため、保護者の疾病等の理由によ

り家庭において養育を受けることが一時的に困難となっ

た児童を対象に、支援体制整備を検討します。 

・児童養護施設等に入所させ、必要な保護を行う事業(短

期入所生活援助事業(ショートステイ事業)) 

・夜間養護等事業(トワイライトステイ事業)等 

0～18 歳 健康福祉課 

11 

＊多様な主体

が本制度に参

入することを

促進するため

の事業 

特定教育・保育施設等への民間事業者の新規参入につい

ては、必要に応じて検討するとともに、民間で運営する学

童クラブ及び幼保連携型認定こども園と協力・連携し、相

談支援等を実施しながら、円滑な運営及び教育保育等の質

の向上を図ります。 

民間事業者 
教育文化課 

健康福祉課 

12 

乳児等通園支

援事業（こど

も誰でも通園

制度）の整備 

保護者の就労の有無にかかわらず、子どもを保育施設な

どに通わせることができる新たな国の事業について、令和

８年度からの実施に向け、体制の整備に努めます。 

0～2 歳 

保護者 
教育文化課 

13 

子育て支援の

情報提供の充

実 

「子育て総合情報誌」、「子育てアプリ」、町ホームペ

ージや LINE などを活用し、子育てに関する情報発信の強

化を図ります。 

保護者 

妊婦 

すくすく 

(健康福祉課) 

14 
児童手当等の

周知 

子育て家庭の経済的支援として、児童手当をはじめ各種

の支援事業を周知します。 

0～18 歳 

保護者 
健康福祉課 
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【町独自の支援・助成】 

№ 事業名 内 容 担当課 

１ 
一時預かり保

育利用助成 

就学前の乳幼児が保育施設等で一時預かり保育を利用した場合、費用の一

部を助成します。（醸芳幼稚園で実施している臨時預かり保育を除く。） 

助成額は、保護者負担額（保育利用料金）の１/２とし、月額上限 10,000

円（100 円未満は切り捨て）をお子さんごとに助成します。 

健康福祉課 

２ 
病児・病後児

保育利用助成 

就学前の乳幼児が保育施設等で病児・病後児保育を利用した場合、費用の

一部を助成します。 

助成額は、保護者負担額（保育利用料金）の１/２とし、月額上限 10,000

円（100 円未満は切り捨て）をお子さんごとに助成します。 

教育文化課 

 

 

（２）子育て支援のネットワークづくり 
 

核家族化の進行、ライフスタイルの変化、地域社会の子育て機能の低下などに伴い、子育て

に不安・負担を感じている子育て家庭が増えています。子育て仲間がいない人や緊急時などに

子どもをみてもらえる親族や知人が「いない」人もいます。こうした不安感・負担感を軽減す

るためには、子育ての悩みを気軽に相談できる場所や親が息抜きできる場所、育児をしている

仲間同士の交流が必要です。また同時に、地域全体が子どもを見守り、子育て家庭を支えるこ

とができるよう、子ども・子育てに対する町民の関心や理解を高め、子どもの成長に町民が積

極的に関わることのできる環境づくりが必要です。 

本町では、育児サークル運営が円滑にできるよう、関係機関同士の連携や交流を図るととも

に、子育てカレンダーの発行や情報誌の作成、ホームページへの掲載などにより、育児サーク

ルの利用促進に努めています。 

今後も引き続き、育児サークル等の活動支援、情報交換や交流の場を提供していくとともに、

子育て支援事業に関わる町内の施設・機関の連携を深め、子育てに関するニーズの把握や相互

交流を積極的に行うことで幅広いネットワークづくりと地域ぐるみの子育てを推進していき

ます。 

 

【主要施策一覧】 

№ 主要施策 施策の概要 対 象 事業主体 

１ 
育児サークル

支援の充実 

育児サークルの運営が円滑にできるようにするため、関

係機関同士の連携・交流を図る機会を作るとともに、子育

て情報誌やカレンダーの発行をして、育児サークルの利用

促進を図ります。 

保護者 
すくすく 

(健康福祉課) 
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基本目標４ 子どもの生きる力の育成 
 

子どもたちが一人ひとりの個性と能力を十分に活かし、豊かで幸せな人生を送るためには、

これからの人生をたくましく生きていく「生きる力」の育成が重要です。子どもが幼いころか

ら家庭、幼稚園、認定こども園、学校、地域など多くの場所や場面でじっくりと時間をかけて、

将来を見据えた教育を進め、「生きる力」を確実に育んでいく必要があります。 

本町では、この「生きる力」を育むため、教育の現場、家庭や地域の教育力の向上に向けた

取り組みを進めています。年少人口が減少の一途をたどり、子どもたちを取り巻く社会の移り

変わりが激しい時代にあっては、「生きる力」はより一層重要性が増しています。 

そのため、「基本目標４ 子どもの生きる力の育成」の目標達成に向け、 「次代の親となる教

育」「教育環境の整備」「家庭や地域の教育力の向上」の３つの推進施策に取り組んでいきます。 

次代を担う子どもたちが厳しい時代の中でも自分たちの持つ「生きる力」を発揮し、町に活

力をもたらすことができるよう、各種施策を推進していきます。 

 

 

（１）次代の親となる教育の推進 
 

少子化が進み、兄弟姉妹の数が少なく、地域のつながりが希薄になっている現在では、子ど

もたちが身近な場所で赤ちゃんや幼児と一緒に遊んだり、面倒をみたりする場面が少なくなっ

ています。このような環境では、子どもたちが命の尊さや小さな子どもへの接し方を自然に学

び取ることや、将来自分が子どもを育てる際に必要な父性・母性を育むことが難しくなってい

ます。 

本町では、夏休みに中学生を対象とした赤ちゃんふれあい教室を実施し、乳児についての談

話を聞いたり、実際に触れ合ったりすることで子どもたちに子育ての大切さ、楽しさを学んで

もらう機会を提供しています。また、小中学生を対象に、地域の住民ボランティアによる道徳

や生活の分野での学習支援事業、こおり地域クラブの活動を通じて、地域の伝統、文化、生活

に関する学習ができる体制を整備しています。 

これから大人になり、次代の親となる世代に対し、このような人と人とのつながりを重視し

た取り組みを今後も進めていきます。 

 

【主要施策一覧】 

№ 主要施策 施策の概要 対 象 事業主体 

１ 
地域の人材活

用の推進 

児童生徒の学習を支援するため、地域の住民ボランティ

アを講師に迎え、小・中学校の要請に対応した地域の伝統、

文化、産業や生活に関すること等身近な学習の機会を提供

する体制を整備します。 

小学生 

中学生 
教育文化課 

２ 

思春期対策・

支援の推進

(再掲) 

子どもの思春期に起こる心と体の悩み等に適切な対応

をするため、学校保健と連携を図った取り組みを行う。ま

た、教室等の開催を行い、子どもたちに飲酒や喫煙の危険

性、生命や自分の命、子育ての大切さを学ぶ機会を作りま

す。 

小学生 

中学生 

高校生 

保護者 

健康福祉課 
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№ 主要施策 施策の概要 対 象 事業主体 

（前ページの続き） 

思春期対策・

支援の推進

(再掲) 

児童生徒に適切な思春期対策を行うため、各学校におい

て健康安全教育全体計画を教育課程に位置づけ、保健指

導・学習に努めます。また、保護者に対しては、学校便り

や家庭教育学級を通して啓発活動を行います。 

小学生 

中学生 

保護者 

教育文化課 

 

 

 

（２）教育環境の整備 
 

本町では、 「人間としての基本を身に付け、強みを発揮して、たくましく未来を切り拓いてい

く桑折っ子」の育成を教育理念とした、 「桑折町の 15 歳のめざす姿」を幼稚園、小・中学校の

共有目標として掲げ、０～15 歳までの 15 年間の成長を見据えた教育を実施しています。子ど

もの育ちと学びの連続性と一貫性を大切にした教育の充実、家庭・地域・学校のそれぞれの教

育の充実を図っています。令和６年に「桑折町小・中学校のあり方検討委員会」を立ち上げ、

より良い学習環境のあり方について幅広い視野と長期的な見通しをもった検討を進めていま

す。 

また、教育にかかる保護者の経済的負担の軽減のため、幼稚園、小・中学校の給食費無償化

をはじめ、制服の支給、児童・生徒を対象とした学習塾の開催、生徒を対象とした英検受験料

の助成などを行い、子どもたちの教育環境の向上に力を入れています。 

次代の担い手である子どもたちが「人間としての基本」をしっかりと身に付け、たくましく

未来を切り拓いていくことができるよう、引き続き、幼稚園、小・中学校の教育内容の充実は

もとより、効率の良い学校運営体制と教職員の指導力の向上に努めるとともに、保護者に向け

ては各種支援・助成を実施していきます。 

 

【主要施策一覧】＊印は、子ども・子育て支援法第 59 条による推進事業 

№ 主要施策 施策の概要 対 象 事業主体 

1 
総合的な学習

の充実 

特色ある総合的な学習を実施するため、小学校では地域

性を活かした総合学習、中学校では生徒が計画した校外学

習等（職場体験）を実施します。 

小学生 

中学生 
教育文化課 

２ 
学力の向上に

関する支援 

小・中学生を対象に学習塾を開設し、児童生徒の学力向

上を図ります。また、醸芳中学校に在籍する生徒の英検受

験料の補助を実施します。 

小学生 

中学生 
教育文化課 

３ 

不登校等に対

する相談体制

の整備強化

（再掲） 

不登校児童生徒に対応するため、定期的に不登校児童生

徒調査を行い、その把握に努めます。また、各学校におい

て保護者面談を行うとともにスクールソーシャルワーカ

ーを配置し、相談体制の強化に努めます。 

小学生 

中学生 
教育文化課 

４ 
情報モラル教

育の推進 

児童生徒に情報社会で安全に生活できる知識や態度を

身に付けさせるために、小・中学校において、情報社会に

おける正しい判断や望ましい態度及びセキュリティの知

識・技術、健康への意識等について適切な指導を行います。 

小学生 

中学生 
教育文化課 

５ 
教職員研修の

充実 

幼稚園の教職員研修の充実を図るため、園外研修への参

加、外部講師を招いての園内研修(保育研究会、講話、実

技指導)を実施します。 

幼稚園教職員 教育文化課 

小中学校の教員研修の充実を図るため、福島県教育委員

会主催の研修会への参加や町独自の各種委員会の開催及

び授業研究会を実施します。 

小中学校教員 教育文化課 
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№ 主要施策 施策の概要 対 象 事業主体 

６ 
就学前児の保

育教育の充実 

就学前児の保育教育充実のため、保育計画に基づき保

育・教育を行います。 

幼稚園児 

認定こども園児 
教育文化課 

７ 

情報の提供・

啓発活動の推

進 

保護者に幼稚園や認定こども園の保育・教育についての

理解を図るため、園だよりやホームページによる保育内容

や時宜に応じた関係情報を発信します。また、家庭教育学

級等において啓発活動を行います。 

幼稚園児 

認定こども園児 

保護者 

教育文化課 

８ 

＊実費徴収に

係る補足給付

を行う事業の

推進 

保護者の経済的負担の軽減を図るため、世帯所得の状況

等を勘案して、特定教育・保育施設等に対して保護者が支

払うべき日用品、文房具給食費、制服等その他教育・保育

に必要な物品の購入に要する費用または行事への参加に

要する費用等を助成する体制を整備します。 

保護者 教育文化課 

９ 

教育に係る経

済的負担軽減

の整備 

収入基準に該当する準要保護児童生徒世帯の経済的負

担軽減のため、各種限度額の範囲内で学用品費等を支給す

る体制を整備します。 

小学生 

中学生 

保護者 

教育文化課 

家庭の経済的理由から進学することが困難と認められ

る生徒や学生等に対し、入学支度金や就学資金の貸与を行

います。 

中学生 

高校生 
教育文化課 

 

【町独自の支援・助成】 

№ 事業名 内 容 担当課 

１ 給食費助成 

小中学生、幼稚園児、認定こども園児（長期休業期間を除く）の給食費を

無料とし、子育て世代の経済的負担を軽減します。年間一人当たり、幼稚園

児 52,000 円程度、小学生 57,000 円程度、中学生は 67,000円程度家庭の負

担が軽減とされます。 

教育文化課 

２ 
入園祝い品制

服支給 

新入園児に対して、町から入園祝いとして、制服（スモック 5,000 円程

度）を支給します。 
教育文化課 

３ 

小・中学校入

学祝い品制服

支給 

町内小・中学校の新入生及び町外からの転入児童生徒に対して、町から入

学祝いとして、制服（冬服の上下。小学校は 14,000～18,000 円程度、中学

校は 32,000～36,000 円程度）を支給します。 

教育文化課 

４ 桑折学習塾 
子どもたちに一層豊かな教育環境を提供する取り組みの一環として、小・

中学生を対象に、土曜日に学習塾を開設します（参加費無料）。 
教育文化課 

５ 
英検受験料助

成 

外国語教育の充実を図るため、醸芳中学校に在籍する生徒の英検受験料を

半額助成します。 
教育文化課 

６ 奨学資金貸与 

家庭の経済的理由により、高等学校や大学等に進学することが困難と認め

られる生徒や学生等を対象に、入学支度金や就学資金の貸与を行っていま

す。（応募条件あり） 

教育文化課 

７ 

認定こども園

延長保育料助

成事業 

延長保育料について、保護者負担が生じないように事業者に対して町で助

成します。 
教育文化課 

８ 

認定こども園

（臨時）預か

り保育料助成

事業 

（臨時）預かり保育料について、醸芳幼稚園と同程度の保護者負担となるよ

うに事業者に対して町で助成します。 
教育文化課 

９ 

認定こども園

制服購入費助

成事業 

醸芳幼稚園新入園児に対する入園祝い品の制服相当分を事業者に対して助

成します。 
教育文化課 
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（３）家庭や地域の教育力の向上 
 

子どもの教育は、学校のみならず家庭や地域においても行われるものです。最も身近な場で

ある家庭での教育は非常に重要であり、子どもの社会性や人と人とのつながりを育むことので

きる地域での教育も必要です。 

本町では、読書習慣を身に付けるため幼児期からの取り組みに力を入れているほか、家庭の

教育力向上を図るため、保護者を対象とした家庭教育に関する講演会を実施しています。また、

地域の教育力向上については、地域人材による活動において、子どもたちが地域の大人の力を

借りて、新しい知識の習得やコミュニケーション能力を高めています。 

今後も、子育て家庭が家庭内における教育の大切さを理解し、保護者が自信を持って家庭内

教育に取り組めるよう、家庭との連携を図った取り組みを進めるとともに、様々な催しや講演

会の実施に努めます。地域の教育力については、地域の大人が子どもたちの教育に積極的に参

加していく意識の高揚を図りつつ、ボランティアや関係団体の活動を支援していきます。 
 

【主要施策一覧】 

№ 主要施策 施策の概要 対 象 事業主体 

１ 
読書推進事業

の推進 

乳幼児が絵本に触れ、興味関心を持てるように、乳幼児

健診やイベントでの絵本の読み聞かせを行うとともに、親

子のコミュニケーションツールとして家庭での読み聞か

せを推進します。 

0～5 歳 

保護者 

すくすく 

(健康福祉課) 

０～15 歳の子どもが読書習慣を身に付けやすくするた

めに、桑折町読書活動推進計画に基づき、町の図書室「遊

学館よも～よ」での本の購入や読書推進のためのイベント

の充実、おはなし会の開催など、読書環境の整備及び事業

推進に努めます。 

0～15 歳 

保護者 
教育文化課 

幼稚園児や認定こども園児に読書習慣を身に付けさせ

るため、桑折町読書活動推進計画に基づき、幼稚園・認定

こども園において読書環境の整備に努めます。また、家庭

における読み聞かせの推進など家庭との連携を図った取

り組みを推進します。 

幼稚園児 

認定こども園児 

保護者 

教育文化課 

小・中学生に読書習慣を身に付けさせるため、桑折町読

書活動推進計画に基づき、各学校において読書環境の整備

に努めます。また、「家読の日」を設けるなど家庭との連

携を図った取り組みを推進します。 

小学生 

中学生 

保護者 

教育文化課 

２ 

家庭の教育力

向上事業の充

実 

家庭の教育力向上を図るため、保護者を対象とした家庭

教育に関する講演会を実施します。 
保護者 教育文化課 

家庭の教育力向上を図るため、幼稚園や小学校、ＰＴＡ、

地域の団体等において、親子活動や家庭教育学級を実施す

る際に、講師の紹介や謝礼金の援助を行い、各施設や団体

での取り組みを促進します。 

保護者 教育文化課 

３ 

育児サーク

ル支援の充

実（再掲） 

育児サークルの運営が円滑にできるようにするため、関

係機関同士の連携・交流を図る機会を作るとともに、子育

て情報誌やカレンダーの発行をして、育児サークルの利用

促進を図ります。 

保護者 
すくすく 

（健康福祉課） 

４ 
地域の人材

活用の推進 

子どもの遊びや学習活動に地域の人が積極的に関わり

地域全体で子どもたちを育てていく意識の高揚を図るた

め、公民館事業や地域の団体、認定こども園・幼・小・中

の保育・教育の中に、体験活動・ボランティア活動支援セ

ンターを通して地域の人材を派遣します。また、情報誌等

により活動の様子を地域全体に周知し、地域の人材の新規

登録を推進します。 

町民 教育文化課 
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基本目標５ 子育てを支援する安全・安心なまちづくり 
 

子どもの健やかな成長のためには、子どもと子育て家庭を取り巻く生活環境の質の向上が重

要です。快適で良質な住環境や子どもの遊び場、地域住民の憩いの場でもある身近な公園の整

備、公共施設等のバリアフリー化などが必要です。 

また同時に、子どもが犯罪や交通事故、災害の被害に遭わぬよう、幼児期からの交通安全等

の意識啓発、犯罪を防止するまちづくり、道路交通環境の整備等が必要です。 

そのため、「基本目標５ 子育てを支援する安全・安心なまちづくり」の目標達成に向け、 「子

育てを支援する生活環境の整備」「子どもの安全の確保」の２つの推進施策に取り組んでいきま

す。 

子育て世代はもちろんのこと、町に暮らす全ての人が安全に安心して生活できるまちづくり

を進めていきます。 

 
 

（１）子育てを支援する生活環境の整備 
 

生活環境は、子どもの成長にとって大変重要です。日々の生活を良質な住環境で過ごし、地

域の身近な遊び場や公園で元気いっぱいに遊ぶことは、子どもの健やかな成長を促します。 

本町では、若い世代の定住促進に向けた子育て世帯定住促進住宅の整備をはじめ、多目的複

合施設「イコーゼ！」の利用促進、町民の交流や子どもたちの遊び場となる公園の整備、民間

活力による商業施設を核とした「交流」「子育て」等の機能を持つ複合施設の整備など、子育て

を支援する生活環境整備を行ってきました。 

今後も引き続き、子どもや子育て家庭のニーズを踏まえながら、より良い生活環境の整備を

進め、住みよいまちづくりに取り組んでいきます。 

 

【主要施策一覧】 

№ 主要施策 施策の概要 対 象 事業主体 

1 
町営住宅整備

事業の推進 

町民の町営住宅ニーズに対応するため、公的賃貸住宅の

適正供給に努めます。また、若者世帯の定住促進のため、

子育て世帯定住促進住宅を拡充します。 

町民 建設水道課 

２ 
公園の適正管

理 

町民が、自由に伸び伸びと利用できる環境を整えるた

め、各公園の適正管理や、施設の点検等を実施します。 
町民 

建設水道課 

産業振興課 

教育文化課 

３ 
多目的複合施

設利用の推進 

子どもが安心して遊べる場の提供として屋内温水プー

ル・多目的スタジオ「イコーゼ！」の利用促進を図ります。

また、親子で楽しめる教室や講座等を開催するとともに体

力づくりやスキル向上にも役立てるよう努めていきます。 

町民 教育文化課 

４ 
賑わい創出拠

点づくり事業 

「福島蚕糸跡地に整備された商業施設を核とした「交流」

「子育て」などの機能を持つ複合施設と連携し、町民の利

便性向上と町なかの賑わい創出につなげていきます。 

町民 

民間事業者 
産業振興課 

５ 
桑折町結婚新

生活支援事業 

結婚しやすい環境を整備し少子化対策を図るため、町内

に居住する新婚夫婦（合計所得 500 万円未満）が結婚に伴

い発生する住居費や引っ越し費用等について、夫婦ともに

29歳以下の世帯は 60万円 39歳以下の世帯は 30万円を上

限に補助金として交付します。 

新婚夫婦 健康福祉課 
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【町独自の支援・助成】 

№ 事業名 内 容 担当課 

１ 

桑折町若者定

住促進事業補

助金 

町内への定住を促し、町内に居住した若い世代の経済的負担を軽減するた

め、マイホーム（中古住宅含む）を新規取得、または住宅リフォームを行っ

た若者（45 歳未満）に補助金として最大 40 万円を交付します。 

なお、県外移住者がマイホームを新規取得した場合には、「来て ふくし

ま住宅取得支援事業」を活用し、さらに最大 50 万円の補助金を加算して交

付します。 

また、本町では、東邦銀行・福島信用金庫・住宅金融支援機構から住宅ロ

ーンを借り入れる町外転入者に対し一定の金利を引き下げる協定を締結し

ています。 

建設水道課 

２ 

桑折町新婚世

帯家賃支援事

業補助金 

町内への定住を促し、若者（45 歳未満）の婚姻に伴う経済的負担を軽減

するため、町内の民間賃貸住宅に居住する新婚世帯（婚姻届を出してから１

年以内の夫婦）に対して、家賃の一部を補助金として交付します。 

補助金の額は、家賃代から勤務先で支給される住宅手当等を差し引いた額

の１/２とし、月額上限 10,000 円を最長２年間交付。 

建設水道課 

３ 
子育て世帯定

住促進住宅 

桑折駅前団地の一部を、町への定住を希望する子育て世帯を対象とした住

宅「スモーヨ」として入居者を募集します。家賃は 65,000 円～50,000 円で、

同居する子どもの人数により変動します。 

建設水道課 

 

（２）子どもの安全の確保 
 

近年は子どもが加害者となってしまう 「闇バイト」などの悪質な犯罪や、社会の高齢化に伴い、

高齢ドライバーによる自動車事故などの交通事故が増加しています。 

本町では、学校教育や保育の現場において子どもたちの防犯意識の高揚を図るとともに、交通

安全教室の実施や、関係機関による防犯活動により子どもを犯罪・交通被害から守る活動を進め

ています。 

子どもたちが犯罪事件や交通事故の被害に遭うことのないよう、行政・地域・学校・警察との

協働による防犯体制を強化し、子どもたちの安全確保と防犯意識の向上に努めます。 
 

【主要施策一覧】 

№ 主要施策 施策の概要 対 象 事業主体 

1 

幼児・児童へ

の交通安全対

策事業の推進 

幼児や児童の交通事故防止のため、町が委嘱する幼児交

通安全指導員による交通安全教室や交通安全協会等によ

る立哨活動等を通して、交通安全を推進します。 

幼稚園児 

認定こども園児 

小学生 

関係機関 

団体 

生活環境課 

２ 

幼児・児童へ

の防犯対策事

業の推進 

幼児や児童を犯罪から守るため、防犯協会や福島北警察

署桑折分庁舎と連携した安全確保活動等により、犯罪被害

防止に努めます。 

関係機関 

団体 
生活環境課 

児童・生徒を犯罪から守るため、各学校において、児童・

生徒の防犯意識の高揚を図るとともに、教育課程の中に地

域との連携や協力体制について位置づけます。また、防犯

上緊急を要する連絡については、保護者に対し緊急連絡メ

ールを配信し（配信できない保護者には連絡網による電話

連絡）、犯罪被害防止に努めます。 

小学生 

中学生 

学校 

関係機関 

団体 

教育文化課 

幼稚園児、認定こども園児を犯罪から守るために、保育

計画の防災計画に基づき子どもたちへの防犯意識の高揚

を図ります。また、防犯上緊急を要する連絡については、

保護者に対し緊急連絡メールを配信し、犯罪被害防止に努

めます。 

認定こども園児 

幼稚園児 

関係機関 

団体 

教育文化課 
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基本目標６ 仕事と家庭生活の両立支援の推進 
 

男女の社会的役割に対する意識は変わりつつあり、女性の社会進出に伴う共働き家庭の増加、

働き方に対する考え方や価値観の変化、就労形態の多様化などにより、仕事と家庭の両方を大

事にしたいという男女が増えています。 

しかし、仕事と育児の両立は依然として難しく、母親に家事や育児の負担が多くかかってい

る、長時間労働で父親が子どもと接する時間が短い、育児休業取得に対して会社の理解が得ら

れにくいなどの課題解決には、まだ時間がかかるものと思われます。 

そのため、「基本目標６ 仕事と家庭の両立の推進」の目標達成に向け、 「仕事と子育ての両

立の支援」「多様な働き方の実現及び働き方の見直し」「家族の時間の確保・充実の推進」の３

つの推進施策に取り組んでいきます。 

子育て家庭が仕事と家庭生活のバランスを取り、うまく両立させながら子育てをすることが

できるよう、子育て支援体制を充実させていくとともに、企業に対しては子育て家庭への配慮

がなされるよう各種施策を推進していきます。 

 

 

（１）仕事と子育ての両立の支援 
 

働く女性の増加に伴い、仕事と子育て家庭を取り巻く環境は変化を続けています。 

ニーズ調査の結果によると、全体の８割以上が共働き家庭となっています。子育て支援の充

実に向けて町が基本にすべき考え方については、「親の就労を優先しつつ、子どもの成長・発達

に配慮した子育て支援」が就学前児童、小学生の保護者ともに前回調査と比べて多くなってお

り、働く親のニーズが重視されています。 

本町では、各種子育て支援サービスを実施するとともに、預かり保育や放課後児童保育の時

間を延長するなど共働き家庭への支援を行ってきました。 

今後も、子育て家庭の仕事と子育ての両立を支援するため、多様なニーズに対応できる基盤

の充実を進めていきます。 

 

【主要施策一覧】＊印は、子ども・子育て支援法第 59 条による推進事業 

№ 主要施策 施策の概要 対 象 事業主体 

１ 

病児・病後児

保育事業の推

進(再掲) 

保護者が安心して就労できる環境を整えるため、就労等

により家庭での保育ができない風邪等の疾病の子ども、病

後間もない子どもを対象に、保育ができる支援体制整備に

ついて検討します。また、令和７年度開園の認定こども園

の園児を対象に、自園型の病児・病後児保育事業を実施し

ます。 

0～5 歳 教育文化課 

２ 

＊延長保育事

業の推進(再

掲) 

保護者が安心して就労等できる環境を整えるため認定

こども園の子どもを対象に延長保育を実施します。 
認定こども園児 教育文化課 

３ 

＊一時預かり

事業の充実

(再掲) 

保護者が一時的な事情により家庭での保育が困難な状

況に対応できる環境を整備するため、在宅の子どもを対象

に認定こども園で一時預かり事業を実施します。 

0～5 歳の在宅

児 
健康福祉課 
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№ 主要施策 施策の概要 対 象 事業主体 

（前ページの続き） 

＊一時預かり

事業の充実

(再掲) 

保護者が安心して就労できる環境を整えるため、就労等

により家庭での保育ができない町内幼稚園、認定こども園

に通園する園児を対象に預かり保育を実施します。また、

緊急に必要になった場合の臨時預かり保育も実施します。 

幼稚園児 

認定こども園児 
教育文化課 

４ 

＊放課後児童

クラブ運営の

推進 

児童の健全な育成を図り、保護者が安心して就労ができ

る環境を整えるため、就労により家庭での保育ができない

町内の小学校に通学する児童を対象に放課後児童保育を

実施します。また、緊急に必要になった場合の臨時放課後

児童保育も実施します。民営の学童クラブとも連携を図り

ます。 

小学生 教育文化課 

５ 
支援員の資質

の向上 

預かり保育と放課後児童保育支援員の資質向上を図る

ため、打合せ会や町内外の各種研修会に参加し、保育の充

実に努めます。また、園長や児童館長との相互連絡や保育

日誌の活用により、職員同士が子どもたちの情報を共有化

し保育に活かす体制を整えます。 

支援員 教育文化課 

 

 

（２）多様な働き方の実現及び働き方の見直し 
 

少子高齢化の現代では、子育て家庭への理解と協力が一層求められる社会となっています。

コロナ禍を経て、従来の働き方からテレワークなどの時間や場所の制限が少ない就労形態で働

く親も増えています。 

仕事と子育ての両立のためには、家庭内の男女がお互いに協力し合うことはもちろんのこと、

企業や労働者が働き方を見直し、多様な働き方を実現していくことや育児休業制度の活用など

に積極的に取り組んでいくことが必要です。 

今後も第 3 次こおり男女共同参画プランに基づく施策を推進するとともに、国や県などの関

係機関と連携を図りながら、子育てに理解や協力が得られやすい社会づくりを進めていきます。 

 

【主要施策一覧】 

№ 主要施策 施策の概要 対 象 事業主体 

１ 
男女共同参画

社会の推進 

第３次こおり男女共同参画プランに基づく、施策を推進

（「就労の場における男女共同参画の促進」）するため、

町民や労働者、事業主への周知徹底を図る。また、国、県

からの関係法令等の情報提供を行います。 

町民 

労働者 

事業主 

総合政策課 

産業振興課 
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（３）家族の時間の確保・充実の推進 
 

親子が一緒に過ごす時間は、親子の絆やコミュニケーションを深め、親は子育ての楽しさを

実感し、子どもの豊かな成長につながります。また、公園や自然など身近な地域での体験や記

憶は、地域への愛着を生み、将来の町づくりにもつながります。 

本町では、日常的な親子のふれあいの機会をより充実させるため、子育て家庭をはじめとし

た利用者のニーズに一段と沿った形での環境整備や、公園・屋内施設の整備、親子が気軽に参

加できるイベント等を企画・展開してきました。 

少子高齢化や共働き家庭の増加、スマートフォンの普及など、子どもを取り巻く環境の変化

により、親子がともに過ごす時間が少ない家庭も少なくありません。子どもの心身の健やかな

成長に資するよう、子どもとふれあう時間の確保と、その質の充実に向け支援を進めていきま

す。 

 

【主要施策一覧】 

№ 主要施策 施策の概要 対 象 事業主体 

１ 

男女共同参画

社会の推進

（再掲） 

第３次こおり男女共同参画プランに基づく、施策を推進

（「就労の場における男女共同参画の促進」）するため、

町民や労働者、事業主への周知徹底を図ります。また、国、

県からの関係法令等の情報提供を行います。 

町民 

労働者 

事業主 

総合政策課 

産業振興課 

２ 

生活習慣確立

のための教

育・支援 

子どもの心身の健康を育む正しい生活習慣・生活リズム

の構築のために、保護者や子どもを対象に、「早寝・早起

き・朝ごはん」の実践をはじめとした各取り組みの普及・

教育を、健診や幼稚園、学校で実施します。 

0～15 歳 

保護者 

すくすく 

(健康福祉課) 

教育文化課 

３ 
読書推進事業

の推進（再掲） 

乳幼児が絵本に触れ、興味関心を持てるように、乳幼児

健診やイベントでの絵本の読み聞かせを行うとともに、親

子のコミュニケーションツールとして家庭での読み聞か

せを推進します。 

0～15 歳 

保護者 

すくすく 

(健康福祉課) 

４ 

親子のふれあ

いイベントの

実施 

健やかに成長できるよう、親子で参加できる遊びや読み

聞かせ等の様々なイベントを企画し、親子が一緒に過ごす

時間やきっかけを創出します。 

0～15 歳 

保護者 

すくすく 

(健康福祉課) 

５ 
遊びと学びの

場の情報提供 

子どもも大人ものびのびと遊び、学べるよう、町ホーム

ページや「子育て総合情報誌」等で情報提供を行います。 
町民 

すくすく 

(健康福祉課) 
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基本目標７ 特に支援が必要な子どもや家庭への支援 
 

子育て家庭の中には、障がいのある子どもをはじめ、ひとり親家庭、貧困家庭など、特別な

支援を必要としている家庭があります。 

いずれも一人ひとりが置かれている状況は異なるため、支援を必要とする家庭が安心して子

育てできるよう、個々のケースに応じたきめ細かい支援、総合的な支援を行う必要があります。 

そのため、「基本目標７ 特に支援が必要な子どもや家庭への支援」の目標達成に向け、 「障

がい児支援の充実」「ひとり親家庭への支援」「子どもの貧困対策の推進」の３つの推進施策に

取り組んでいきます。 

支援を必要とする子どもや子育て家庭が学校や地域などで孤立することなく、必要な支援が

遅延なく受けられるよう、関係機関の体制づくりと具体的施策を展開していきます。 

 
 

（１）障がい児支援の充実 
 

障がいのある子どもの支援については、地域の身近な場所で乳幼児期から学校卒業までライ

フステージに沿った切れ目のない支援が受けられることが重要です。 

本町では、多種多様なニーズに合わせて、町内外の障害福祉サービス事業所と連携して、個

別の対応及び支援サービスの提供に努めています。 

今後も引き続き、障がいの早期発見、早期療育に努めるとともに、障がいのある子どもに対

する必要な相談支援や療育体制、サービス提供体制の充実、経済的負担の軽減を図ります。医

療的ケア児についても身近な地域で必要な支援が受けられるよう、支援体制の構築を図ります。 
 

【主要施策一覧】 

№ 主要施策 施策の概要 対 象 事業主体 

1 
障がい児自立

支援の推進 

身体障がい児・知的障がい児・精神障がい児等が必要に

応じたサービス（児童発達支援や放課後等デイサービス

等）が受けられる体制を支援するため、利用者の自己決定

を尊重し、利用者本人が直接サービスを選択できる体制を

整備します。 

0～18 歳 健康福祉課 

２ 経済的支援 
特別児童扶養手当や障がい児福祉手当などの経済的支

援を実施します。 

0～20 歳 

保護者 
健康福祉課 

３ 
就学・就労相

談の充実 

保護者からの子どもの就学や就労相談等に応じるため、

必要な情報提供ができる体制を整備します。 

0～18 歳 

保護者 
健康福祉課 

就学に関して相談等が必要な子どもに対して適切な就

学支援を行うため、就学指導審議会による所見を参考に

し、就学支援を行います。また、保護者面談等は必要に応

じて随時実施します。 

就学前 

幼稚園児 

認定こども園児 

小学生 

中学生 

教育文化課 

４ 

障がい児の保

育・教育支援

の充実 

障がい児の早期支援の充実を図るため、集団保育が可能

な乳幼児を受け入れ、障がいの程度や種別に応じて、適切

な支援を行います。また、幼稚園・小中学校に特別支援教

育支援員を配置し、教育支援の充実を図ります。 

幼稚園児 

小学生 

中学生 

教育文化課 

５ ことばの教室 

ことばに癖があったり、うまく発音ができなったりする

子どもに対し、一人ひとりのニーズに合わせ、個別に発音

の指導や話すことに関する練習を実施します。 

幼稚園児 

認定こども園児 
教育文化課 
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（２）ひとり親家庭への支援 
 

ニーズ調査の結果によると、前回調査と同様に全体の１割がひとり親家庭となっています。

近年は物価上昇などの影響もあり、自由意見ではフードバンク等をはじめとした経済的支援を

求める声が聞かれました。 

ひとり親家庭は一般家庭に比べて子育ての負担が大きいことから、ひとり親家庭が安心して

子育てができるよう、経済的支援、就業支援、子育て生活支援などの総合的な支援を実施して

いくことが必要です。 

今後も身近に相談できる相談窓口を充実させるとともに、各種給付金事業や就業相談の情報

提供を行い、ひとり親家庭の生活の安定と自立に向けた支援を行っていきます。 

 

【主要施策一覧】 

№ 主要施策 施策の概要 対 象 事業主体 

1 
相談窓口の充

実 

ひとり親家庭の生活相談、自立支援等の各種相談に応

じ、助言指導や関係機関の紹介などを行います。 

0～18 歳 

保護者 
健康福祉課 

２ 経済的支援 
児童扶養手当やひとり親家庭医療費助成制度などの経

済的支援を実施します。 

0～18 歳 

保護者 
健康福祉課 

 

 

（３）子どもの貧困対策の推進 
 

子どもの貧困が全国的に問題となっており、子ども食堂など、子どもたちを支援する取り組

みが各地で行われています。 

国においては、子どもの貧困対策法の改正案が令和６年６月に成立しました。改正後は、名

称が「こどもの貧困の解消に向けた対策推進法」と改められ、現在の子どもの貧困の解消とと

もに将来の子どもの貧困を予防すること、妊娠から出産までの切れ目ない支援、子どもの貧困

が家族の責任のみではなく社会的に対策を推進する課題であることなどが盛り込まれました。 

経済的に困難な状況にある世帯では、心身の健康、家庭、人間関係等に複合的で多様な問題

を抱えていることが多くみられます。子どもの成長段階に応じて各種支援制度を整備すること

が重要です。 

ニーズ調査結果によると、現在の暮らしの状況が“苦しい”と回答した割合は３割近くに上

っています。経済的な理由で経験があったことについては、未就学児童・小学生ともに、家族

が必要とする食料や衣服を買えなかったと回答した割合が１割半ばとなっており、厳しい暮ら

しぶりがうかがえます。 

全ての子どもが適切な養育を受けるとともに、全ての子どもが夢や希望を持てるよう、教育

支援、生活支援、就労支援、経済的支援等に取り組んでいきます。 
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【主要施策一覧】 

№ 主要施策 施策の概要 対 象 事業主体 

１ 

教育に係る経

済的負担軽減

の整備（再

掲） 

収入基準に該当する準要保護児童生徒世帯の経済的負担

軽減のため、各種限度額の範囲内で学用品費等を支給する

体制を整備します。 

小学生 

中学生 

保護者 

教育文化課 

家庭の経済的理由から進学することが困難と認められる生

徒や学生等に対し、入学支度金や就学資金の貸与を行いま

す。 

中学生 

高校生 
教育文化課 

２ 
桑折学習塾

（再掲） 

子どもたちに一層豊かな教育環境を提供する取り組みの

一環として、小・中学生を対象に、土曜日に学習塾を開設

します（参加費無料）。 

小学生 

中学生 
教育文化課 

３ 
英検受験料助

成（再掲） 

外国語教育の充実を図るため、醸芳中学校に在籍する生徒

の英検受験料を半額助成します。 
醸芳中生 教育文化課 

４ 相談支援 

困難を抱える家庭について、こども家庭センターが中心

となり、関係機関が連携した支援体制で、各種相談に応じ

た支援を行います。 

0～18 歳 

保護者 

すくすく 

(健康福祉課) 

５ 
児童手当等の

周知（再掲） 

子育て家庭の経済的支援として、児童手当をはじめ各種

の支援事業を周知します。 

0～18 歳 

保護者 
健康福祉課 
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第５章 子ども・子育て支援サービスの量の見込みと確保策 

 

１．子ども・子育て新制度の給付・事業について 
 

（１）給付と事業の全体像 
 

子ども・子育て支援新制度は、「子どものための教育・保育給付」と「地域子ども・子育て支

援事業」の２つから構成されていましたが、令和元年 10 月より施行された幼児・教育の無償

化の実施にあたり、「子どものための教育・保育給付」に「子育てのための施設等利用給付」が

新設されました。 

これにより、これまで「子ども・子育て支援給付」の対象外であった幼稚園（未移行）、特別

支援学校（幼稚部）、預かり保育、認可外保育施設等の利用費が、「施設等利用給付」の認定を

新たに受けることで無償化の対象となりました。 

 

【子ども・子育て支援給付】 

【子どものための教育・保育給付】  【子育てのための施設等利用給付】 

＜施設型給付＞  ＜施設等利用＞ 

○認定こども園 

○幼稚園 

○保育所 

 ○幼稚園（未移行） 

○特別支援学校（幼稚部） 

○預かり保育事業 

○認可外保育施設等 

・認可外保育施設 

・一時預かり事業 

・病児保育事業 

・子育て援助活動支援事業 

（ファミリー・サポート・センター事業） 
 

※認定こども園（国立・公立大学法人立）も対象 

＜地域型保育給付＞  

○小規模保育 

○家庭的保育 

○居宅訪問型保育 

○事業所内保育 

 

＜児童手当＞  

 
 
 

【その他の子ども及び子どもを養育している者に必要な支援】 

【地域子ども・子育て支援事業】 

（１）利用者支援事業 

（２）地域子育て支援拠点事業 

（３）妊婦健康診査 

（４）乳児家庭全戸訪問事業 

（５）養育支援訪問事業 

（６）子育て短期支援事業 

（７）ファミリー・サポート・センタ

ー事業 

（８）一時預かり事業 

（９）延長保育事業 

（10）病児保育事業 

（11）放課後児童健全育成事業 

（12）実費徴収に係る補足給付を行う事業 

（13）多様な主体が本制度に参入することを促進

するための事業 

（14）産後ケア事業【新規】 

（15）子育て世帯訪問支援事業【新規】 

（16）児童育成支援拠点事業【新規】 

（17）親子関係形成支援事業【新規】 

（18）妊婦等包括相談支援事業【新規】 

（19）乳児等通園支援事業（こども誰でも通園制

度）【新規】 
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（２）保育の必要性の認定について 
 

子ども・子育て支援法では、保護者からの申請を受けた市町村が客観的基準に基づき、保育

の必要性を認定した上で給付を支給する「教育・保育給付の認定区分」がありましたが、幼児

教育・保育の無償化に伴い、従来の「教育・保育給付」の３区分に、「施設等利用給付」の 3 区

分が加わりました。利用できるサービス・事業は区分によって異なります。 

なお、無償化の給付を受けるには、保護者全員が「保育の必要性の認定に該当する事由」の

いずれかに該当し、認定を受ける必要があります。 
 

① 教育・保育給付の認定区分 

幼稚園、保育所、認定こども園、新制度に移行した私立幼稚園等を利用するために必要な認

定です。 
 

区 分 対 象 者 主な利用施設 本町の該当施設 

１号認定 ３～５歳、幼児期の学校教育のみ 幼稚園、認定こども園 
醸芳幼稚園 

認定こども園 

２号認定 
３～５歳、保育の必要性あり 

（※幼児期の学校教育利用が強い） 
幼稚園、認定こども園 認定こども園 

２号認定 ３～５歳、保育の必要性あり 保育所、認定こども園 認定こども園 

３号認定 ０歳、１～２歳、保育の必要性あり 
保育所、認定こども園、

地域型保育事業 
認定こども園 

 

② 施設等利用給付の認定区分 

私立幼稚園（新制度に移行した私立幼稚園を除く）、預かり保育、認可外保育施設等の利用料

無償化の給付を受けるために必要な認定です。 
 

区 分 対 象 者 主な利用施設 本町の該当施設 

新１号認定 

満３歳～５歳、私立幼稚園（新制度に移行

した私立幼稚園を除く）の保育料のみ無償

化給付を受けるために必要な認定 

私立幼稚園 

特別支援学校 など 
 

新２号認定 

３歳～５歳※1、私立幼稚園（新制度に移行

した私立幼稚園を除く）、預かり保育、認可

外保育施設等の利用料の無償化給付を受け

るために必要な認定 

認定こども園 

幼稚園 

特別支援学校 

（満３歳児：新３号、

年少児：新２号） 

認可外保育施設 

預かり保育事業 

一時預かり事業 

病児保育 

ファミリー・サポー

ト・センター事業（２

歳児まで：新３号、３

歳児から：新２号） 

認定こども園 

醸芳幼稚園 

預かり保育 

新３号認定 

０歳～２歳※2、住民税非課税世帯のうち、

保育を必要とする理由に該当する０～２歳

児が、私立幼稚園（新制度に移行した私立

幼稚園を除く）、預かり保育、認可外保育施

設等の利用料の無償化給付を受けるために

必要な認定 

認定こども園 

※1：満３歳に達する日以後、最初の 3月 31 日を経過した就学前児童 

※2：満３歳に達する日以後、最初の 3月 31 日までの間にある就学前児童  
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保育の必要性の認定に該当する事由 

・就労（フルタイムのほか、パートタイム、夜間、

居宅内の労働など、基本的に全ての就労を含

む） 

・妊娠、出産（母親の健康状態に応じて利用可。

産後は８週間程度を限度） 

・保護者の疾病、障がい 

・同居または長期入院等している親族の介護・ 

看護 

・災害復旧 

 

・求職活動（起業準備を含む。求職活動中の利用

は、90 日間が限度） 

・就学（職業訓練校等における職業訓練を含む） 

・虐待やＤＶの恐れがあること 

・育児休業取得中に、既に保育を利用している子

どもがいて継続利用が必要(家庭で必要な保育

を行うことが困難な状態)であること 

・その他、上記に類する状態として町長が認める

場合 

 

 

 

（３）子育てのための施設等利用給付の円滑な実施の確保 
 

令和元年 10 月の幼児教育・保育の無償化における「子育てのための施設等利用給付制度」

において、施設等利用給付の公正かつ適正な支給の確保、保護者の経済的負担の軽減や利便性

などを勘案しつつ、給付方法の検討を行うとともに、特定子ども・子育て支援施設等の確認や

指導監督などの法に基づく事務の執行や権限の行使について、福島県と連携した対応を行うな

ど、円滑な実施の確保に向けた取り組みが重要となっています。 

このことを踏まえ、本町では、子育てのための施設等利用給付の給付申請については、保護

者の利便性や過誤請求・支払いの防止等を考慮し、各利用施設において取りまとめを依頼する

とともに、保護者への支払いを適宜行い、施設等利用給付の公正かつ適正な支給の確保に取り

組むこととしています。 

また、特定子ども・子育て支援施設等の確認や指導監督などについては、福島県に対し、施

設などの所在、運営状況、監査状況などの情報提供、立入調査への同行、関係法令に基づく是

正指導などの協力を要請することができることを踏まえ、福島県との連携や情報共有を図りな

がら、適切な取り組みを進めていきます。 
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２．教育・保育の量の見込み、提供体制の確保の内容及び実施時期 
 

教育・保育事業のニーズ量推計にあたっては、就学前児童の保護者を対象としたニーズ量調査

の結果をもとに、国が示した「第三期市町村子ども・子育て支援事業計画等における「量の見込

み」の算出等の考え方（改訂版 ver.2）」の手順に沿って算出し、本町の地域特性の整合性等を検

証しながら、修正・加工を行いました。 

 

（１）量の見込み 
 

Ⅰ【幼稚園・認定こども園】                           単位：人 

 
令和 

７年度 

令和 

８年度 

令和 

９年度 

令和 

10 年度 

令和 

11 年度 

①見込量 162 139 112 104 114 

 
１号認定こども 

（３～５歳、保育の必要性なし） 
25 23 18 14 15 

 
２号認定こども 

（３～５歳、幼稚園の利用希望が強い） 
137 116 94 90 99 

②提供量（定員） 190 190 190 190 190 

 
施 

設 

醸芳幼稚園 

（１号、２号認定こども） 
175 175 175 175 175 

 
認定こども園 

（１号認定こども） 
15 15 15 15 15 

差（②－①） 28 51 78 86 76 

 

Ⅱ【認定こども園等】                              単位：人 

 
令和 

７年度 

令和 

８年度 

令和 

９年度 

令和 

10 年度 

令和 

11 年度 

①見込量 141 152 163 158 155 

 
２号認定こども 

（３～５歳、保育所等利用希望者） 
30 45 60 60 60 

 ３号認定こども（０～２歳） 111 107 103 98 95 

  ３号認定こども（０歳） 25 22 19 15 12 

  ３号認定こども（１歳） 39 38 37 36 35 

  ３号認定こども（２歳） 47 47 47 47 48 

②提供量（定員） 180 180 180 180 180 

 施
設 

認定こども園 

（２号、３号認定こども） 
180 180 180 180 180 

 
２号認定こども 

（３～５歳、保育所等利用希望者） 
60 60 60 60 60 

 ３号認定こども（０歳） 24 24 24 24 24 

 ３号認定こども（１歳） 48 48 48 48 48 

 ３号認定こども（２歳） 48 48 48 48 48 

差（②－①） 39 28 17 22 25 
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Ⅲ【施設ごとの提供量（定員）】                         単位：人 

 
令和 

７年度 

令和 

８年度 

令和 

９年度 

令和 

10 年度 

令和 

11 年度 

醸 芳 幼 稚 園 175 175 175 175 175 

 
１号認定こども（３～５歳児） 

２号認定こども（３～５歳児） 
175 175 175 175 175 

認定こども園 195 195 195 195 195 

 １号認定こども（３～５歳児） 15 15 15 15 15 

 ２号認定こども（３～５歳児） 60 60 60 60 60 

 ３号認定こども（０～２歳児） 120 120 120 120 120 

合 計 370 370 370 370 370 

 

 

（２）提供体制の確保の内容及びその実施時期 
 

本町では、０～５歳児が認定こども園１か所と３～５歳児が幼稚園１園で、一貫した保育・

教育の提供をしています。 

定員は、Ⅰ【幼稚園・認定こども園】が 190 名（うち醸芳幼稚園 175 名、認定こども園 15

名）、Ⅱ【認定こども園等】は 180 名とし、幼稚園と当該認定こども園において、見込み量を

受け入れられる体制を確保していきます。 

保育・教育サービスの提供は、当該認定こども園と幼稚園で連携しながら、多様化する保育

ニーズや教育の質の向上を図っていきます。 

 

 

（３）幼児期の学校教育・保育の一体的提供及び当該学校教育・保育の促進に

関する体制の確保の内容 
 

本町では令和６年度まで、適正な園規模・学級規模の維持に努め、教育内容の一層の充実を

図るため、就学前教育の一貫性を保ち、同年齢の子どもと経験を共有できるよう、幼稚園と保

育所を町独自の「桑折町こども園」として一体的に運営していました。 

また、教育・保育に携わる職員の資質向上のための研修を行うとともに、子どもの育ちと学

びを見通した指導に努めております。 

令和７年４月以降は、認定こども園と、幼稚園が連携した活動を行い、幼児教育・保育にお

ける質の向上と小学校への円滑な接続を行うとともに、安定的かつ効果的な運営を図っていき

ます。 

今後とも、本町の教育理念及び教育目標としての「１５歳のめざす姿」（人間としての基本を

身に付け、強みを発揮して、たくましい未来を切り開いていく桑折っ子）を意識した教育内容

の充実を図るため、町内の保育・教育施設の相互連携体制をより強化していきます。 

また、国際化を踏まえ、海外から帰国した幼児や外国人幼児など、外国につながる幼児が円

滑な教育・保育の利用ができるよう適切な支援や配慮を行います。  
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３．地域子ども・子育て支援事業の量の見込み及び確保策 
 

地域子ども・子育て支援事業のニーズ量推計にあたっては、就学前 ・小学生児童の保護者を対

象としたニーズ量調査の結果をもとに、国が示した「第三期市町村子ども・子育て支援事業計画

等における「量の見込み」の算出等の考え方（改訂版 ver.2）」の手順に沿って算出し、本町の地

域特性の整合性等を検証しながら、修正・加工を行いました。 

 

（１）利用者支援事業 
 

■事業の内容 

子育て家庭や妊産婦が、教育・保育施設や地域子ども・子育て支援事業、保健・医療・福祉等

の関係機関を円滑に利用できるよう、身近な場所での相談や情報提供、助言等必要な支援を行う

とともに、関係機関との連絡調整、連携・協働の体制づくり等を行う事業です。 
 

■確保策 

こども家庭センター「すくすく」において、保健師など専門職による各種相談を電話や窓口に

おいて行い、子育て家庭に寄り添った迅速な対応に努めていきます。 
 
《第３期計画期間の量の見込みと確保の内容》 

 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和 10 年度 令和 11 年度 

見込量（か所） １ １ １ １ １ 

提供量（か所） １ １ １ １ １ 

実施機関 こども家庭センター「すくすく」 

 

 

（２）地域子育て支援拠点事業 
 

■事業の内容 

乳幼児のいる子育て中の親子の交流や育児相談、情報提供等を公共施設や保育所など利用者の

身近な場所で実施する事業です。 
 

■確保策 

地域子育て支援センター運営の充実を図るため、令和 7 年 4 月から開園する認定こども園に

おいて実施する「子育て支援センター」に運営を委託し、子育て相談事業や子どもと保護者の交

流の場の拡充を図ります。 
 

《第３期計画期間の量の見込みと確保の内容》 

 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和 10 年度 令和 11 年度 

見込量（延人/年） 4,900 4,900 4,900 4,900 4,900 

提供量（延人/年） 4,900 4,900 4,900 4,900 4,900 

実施機関 認定こども園（一般型、１か所） 
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（３）妊婦健康診査 
 

■事業の内容 

妊娠中の疾病や異常の発見、その発生予防のために妊婦健康診査の費用を 15 回分助成してい

ます。 
 

■確保策 

引き続き、15 回分の助成を実施します。 
 

《第３期計画期間の量の見込みと確保の内容》 

 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和 10 年度 令和 11 年度 

見込量（延件/年） 680 660 660 660 645 

確保の内容 産科医療機関、助産院において実施 

実施機関 健康福祉課 

 

 

（４）乳幼児家庭全戸訪問事業 
 

■事業の内容 

乳児がいる全家庭を保健師等が訪問し、不安や悩みを聞き、子育て支援に関する情報提供や助

言を行う事業です。本町では生後２～３か月目に、乳児訪問指導を実施しています。 
 

■確保策 

引き続き、全ての子どもに対して保健師等による乳児訪問を実施します。支援が必要な家庭は

養育支援訪問事業につなげるなど、関係機関と連携して積極的な支援に努めます。 
 

《第３期計画期間の量の見込みと確保の内容》 

 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和 10 年度 令和 11 年度 

見込量（人/年） 50 46 44 44 44 

確保の内容 町保健師等による訪問 

実施機関 健康福祉課 
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（５）養育支援訪問事業 
 

■事業の内容 

養育支援が特に必要な家庭を訪問して、保護者の育児、家事等の養育能力を向上させるための

相談支援や、育児・家事援助等を行う事業です。 

 

■確保策 

引き続き、養育支援が必要な家庭に対して、町保健師等による訪問を実施します。 
 

《第３期計画期間の量の見込みと確保の内容》 

 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和 10 年度 令和 11 年度 

見込量（延人/年） 15 15 15 15 15 

確保の内容 町保健師等による訪問 

実施機関 健康福祉課 

 

 

（６）子育て短期支援事業 
 

■事業の内容 

保護者の疾病等の理由により家庭において養育を受けることが一時的に困難となった児童に

ついて、児童養護施設等で一時的に預かる事業です。「短期入所生活援助（ショートステイ事業）」

と「夜間養護等事業（トワイライトステイ事業）」があります。 
 

■確保策 

本事業は、町では未実施となっています。「国の手引き」に準じた算出方法からはニーズは見込

まれませんでした。今後の町民のニーズに応じて事業の実施方策を検討します。 

 

 

（７）ファミリー・サポート・センター事業 
 

■事業の内容 

乳幼児や小学生などの児童を有する子育て中の保護者を会員として、児童の預かり等の援助を

受けることを希望する人と、援助を行うことを希望する人との相互援助活動に関する連絡、調整

を行う事業です。 
 

■確保策 

本事業は、本町では未実施となっています。「国の手引き」に準じた算出方法からはニーズは見

込まれませんでした。今後の町民のニーズに応じて事業の実施方策を検討します。 
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（８）一時預かり事業 
 

■事業の内容 

家庭において保育を受けることが一時的に困難となった乳幼児について、昼間に幼稚園、認定

こども園等で一時的に預かり保育を行う事業です。 
 

■確保策 

引き続き、幼稚園在園児を対象に現在行っている預かり保育、臨時預かり保育を実施し、令和

７年度からは認定こども園においても実施します。 

未就園児を対象とする一時預かり事業は、新たに令和７年４月より認定こども園において実施

します。 
 

《第３期計画期間の量の見込みと確保の内容》 

預かり保育 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和 10 年度 令和 11 年度 

見込量（人） 160 150 130 120 120 

提供量（人） 160 150 150 150 150 

実施機関 醸芳幼稚園・認定こども園 

 

臨時預かり保育 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和 10 年度 令和 11 年度 

見込量（延人/年） 105 100 95 90 90 

提供量（延人/年） 300 300 300 300 300 

実施機関 醸芳幼稚園・認定こども園 

 

未就園児対象 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和 10 年度 令和 11 年度 

見込量（延人/年） 60 60 60 60 60 

提供量（延人/年） 60 60 60 60 60 

実施機関 認定こども園 
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（９）延長保育事業 
 

■事業の内容 

通常の利用時間を超えた保育を行う事業です。町内の認定こども園において、午後６時～７時

まで実施しています。 
 

■確保策 

引き続き、当該認定こども園の運営事業者において実施します。 
 

《第３期計画期間の量の見込みと確保の内容》 

 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和 10 年度 令和 11 年度 

見込量（人） 12 12 12 12 12 

提供量（人） 12 12 12 12 12 

実施機関 認定こども園 

 

 

（10）病児保育事業 
 

■事業の内容 

病児について、病院・保育所等に付設された専用スペース等において、看護師や保育士が一時

的に保育する事業です。 
 

■確保策 

認定こども園において、自園型の病児・病後児保育事業※を実施しています。 

また、民間等の病児・病後児保育施設等を利用した場合の費用の一部を助成する事業も実施し

ています。 
 
《第３期計画期間の量の見込みと確保の内容》 

 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和 10 年度 令和 11 年度 

見込量（延人/年） 160 160 160 160 160 

提供量（延人/年） 160 160 160 160 160 

実施機関 認定こども園 

※自園型の病児・病後児保育事業：園児のケガや急な発熱等で保護者のお迎えを待つ間の、見守り、看護。 
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（11）放課後児童健全育成事業（放課後児童保育） 
 

■事業の内容 

親の就労等により家庭で保育を受けられない小学校に通学する児童を対象に、保護者が安心し

て就労ができるよう、児童の健全な育成を図り、保護者に代わって児童を保育する制度です。本

町では、小学校下校後から午後 7 時までの保育を各小学校区で実施しています。 
 

■確保策 

引き続き、各小学校区で実施し、町全体で定員 225 人を維持します。また、一時的に保育が必

要となった場合の臨時放課後児童保育も継続します。 

民営で運営する学童クラブとも連携していきます。 
 

《第３期計画期間の量の見込みと確保の内容》 

 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和 10 年度 令和 11 年度 

見込量（人/年） 195 186 182 184 170 

 
低学年 140 135 133 133 123 

高学年 55 51 49 51 47 

提供量（人/年） 225 225 225 225 225 

 
低学年 160 160 160 160 160 

高学年 65 65 65 65 65 

実施機関 教育文化課 

 

 

（12）実質徴収にかかる補足給付を行う事業 
 

■事業の内容 

保護者の世帯所得の状況等を勘案して、特定教育・保育施設等に対して保護者が支払うべき日

用品、文房具その他の教育・保育に必要な物品の購入に要する費用または行事への参加に要する

費用等を助成する事業です。 
 

■確保策 

給食費については、町独自の事業として醸芳幼稚園及び小・中学校において、全額無償化を継

続します。その他に入園・入学祝制服支給を行っています。また、令和７年４月に開園する民設

民営による認定こども園においても、給食費及び制服助成について醸芳幼稚園と同等の支援をし

ていきます。 
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（13）多様な主体が本制度に参入することを促進するための事業 
 

■事業の内容 

特定教育・保育施設等への民間事業者の参入の促進に関する調査研究その他多様な事業者の能

力を活用した特定教育・保育施設等の設置または運営をするための事業です。 
 

■確保策 

特定教育・保育施設等への民間事業者の新規参入については、必要に応じて検討するとともに、

民間で運営する学童クラブ及び幼保連携型認定こども園と協力・連携し、相談支援等を実施しな

がら、円滑な運営及び教育・保育等の質の向上を図ります。 

 

 

（14）産後ケア事業【新規】 
 

■事業の内容 

産後のお母さんの身体的な回復のための支援、授乳の指導及び乳房ケア、育児相談、保健指導

などを行う事業で、訪問型、日帰り型、宿泊型でケアを受けることができます。提供体制の整備

を図るため、令和７年度より、地域子ども・子育て支援事業として位置づけられます。 
 

■確保策 

福島県助産師会の受託施設において、提供量の確保に努めます。 
 

《第３期計画期間の量の見込みと確保の内容》 

 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和 10 年度 令和 11 年度 

見込量（人日/年） 12 12 12 12 12 

提供量（人日/年） 12 12 12 12 12 

実施機関 福島県助産師会の受託施設 

 

 

（15）子育て世帯訪問支援事業【新規】 
 

■事業の内容 

家事・育児等に対して不安・負担を抱えた子育て家庭、妊産婦、ヤングケアラーがいる家庭等

にヘルパーを派遣し、食事や洗濯、育児などの支援を行う事業です。令和６年４月の改正児童福

祉法の施行によって「地域子ども・子育て支援事業」の一つとなりました。 
 

■確保策 

今後、町民のニーズに応じて事業の実施について検討します。 
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（16）児童育成支援拠点事業【新規】 
 

■事業の内容 

養育環境等に課題を抱え、家庭や学校に居場所のない児童等に対して、居場所となる場を開設

し、多様な課題に応じて、生活習慣の形成や学習のサポート、進路等の相談・支援、食事の提供

等を行うとともに、児童及びその家庭の状況をアセスメントし、関係機関へつなぐなど、児童の

状況に応じた支援を包括的に提供する事業です。令和６年４月の改正児童福祉法の施行によって

新たに「地域子ども・子育て支援事業」の一つとなりました。 
 

■確保策 

今後、町民のニーズに応じて事業の実施について検討します。 
 

 

（17）親子関係形成支援事業【新規】 
 

■事業の内容 

児童との関わり方や子育てに悩みや不安を抱えている保護者及びその児童に対し、講義やグル

ープワーク、ロールプレイ等を通じて、児童の心身の発達状況等に応じた情報の提供、相談及び

助言を行うとともに、同じ悩みや不安を抱える保護者同士が相互に悩みや不安を相談・共有し、

情報の交換ができる場を設ける事業です。情報の交換ができる場を設ける事業です。令和６年４

月の改正児童福祉法の施行によって新たに「地域子ども・子育て支援事業」の一つとなりました。 
 

■確保策 

令和 7 年度新たに健康福祉課でペアレントトレーニング事業を実施します。 
 

《第３期計画期間の量の見込みと確保の内容》 

 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和 10 年度 令和 11 年度 

見込量（人/年） ６ ６ ６ ６ ６ 

提供量（人/年） ６ ６ ６ ６ ６ 

実施機関 健康福祉課 
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（18）妊婦等包括相談支援事業【新規】 
 

■事業の内容 

妊婦・産婦や配偶者、特に０歳～２歳の低年齢期子育て家庭に寄り添い、出産・育児等の見通

しを立てるための面談や継続的な情報発信等を行うことを通じて必要な支援につなぐ伴走型相

談支援と、妊娠届出や出生届出を行った妊婦等に対し、出産育児関連用品の購入費助成や子育て

支援サービスの利用負担軽減を図る経済的支援を一体的に実施する事業です。 
 

■確保策 

こども家庭センター「すくすく」において、提供量の確保に努めます。 
 
《第３期計画期間の量の見込みと確保の内容》 

 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和 10 年度 令和 11 年度 

見込量（回） 150 138 132 132 132 

提供量（回） 150 138 132 132 132 

実施機関 こども家庭センター「すくすく」 

 
 

（19）乳児等通園支援事業（こども誰でも通園制度）【新規】 
 

■事業の内容 

保育施設等に通園していない児童を対象に、保護者の就労の有無にかかわらず、時間単位で柔

軟に利用できる新たな通園制度です。児童が保護者の方と一緒に施設を定期的に利用し、他の児

童と関わったり、園の先生とふれあい遊びや集団遊び等、年齢に合った遊びが経験できる事業で

す。また、保育士や教諭に子育てに関する疑問や悩みも相談できます。令和７年度より、地域子

ども・子育て支援事業として位置づけられ、令和８年度より全ての自治体で実施することとされ

ています。 
 

■確保策 

今後、町内の保育施設等と協議・検討を行い、令和８年度からの実施に向け、体制の整備に努

めます。 
 
《第３期計画期間の量の見込みと確保の内容》 

 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和 10 年度 令和 11 年度 

見込量（人/日） ０ 36 36 36 36 

 

０歳児 ０ 12 12 12 12 

１歳児 ０ 12 12 12 12 

２歳児 ０ 12 12 12 12 

提供量（人/日） ０ 36 36 36 36 

 

０歳児 ０ 12 12 12 12 

１歳児 ０ 12 12 12 12 

２歳児 ０ 12 12 12 12 

実施機関 認定こども園 
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第６章 計画の推進 
 

１．計画の推進体制 
 

本計画の推進にあたっては、町民全員が、子育てを地域全体で取り組んでいくべき課題とし

て認識し、積極的に関わっていくことが重要です。 

今後も増加が見込まれる子育て支援に関する多様なニーズにきめ細かく柔軟に対応してい

くためには、行政だけではなく、様々な分野の人たちの協力が必要です。 

子育て家庭、認定こども園、幼稚園、学校、地域、企業、各種関係機関・団体等との連携・

協働のもと、本計画を推進していきます。 

 

２．計画の進行管理 
 

（１）推進状況の評価・点検 
 

本計画を実効性のあるものとして推進していくためには、施策の進捗状況の把握と、成果の

検証が重要です。健康福祉課を主として、関係各課や「桑折町子ども・子育て会議」において

計画の評価・点検を行い、改善が必要であれば随時見直し、以降の取り組みに活かしていきま

す。 

 

 

（２）計画の推進状況の公表 
 

本計画の進捗状況については、毎年度、広報・町のホームページ等を活用して公表し、町民

への周知を図ります。 
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資 料 編 
 

１．計画策定の経過 
 

年月日 内 容 

令和５年７月 14 日 ○令和５年度 第１回桑折子ども・子育て会議 

・第 2 期桑折町子ども・子育て支援事業計画の令和 4 年度実績状況及び令

和 5 年度の取組について 

・子ども・子育て支援サービスの令和４年度実績について 

令和６年２月 20 日～ 

２月 29 日 

「子ども・子育て支援に関するニーズ調査」の実施 

未就学児童の保護者 424 名、小学生の保護者 496 名を無作為抽出し、

配布・回収（一部は郵送による配布・回収） 

○ 回収状況：未就学児童 352 票、小学生 451 票 

○ 有効回収数：未就学児童 351 票（有効回収率：82.8％） 

小学生  449 票（有効回収率：90.5％） 

令和６年３月 28 日 〇令和 5 年度 第２回桑折町子ども・子育て会議 

・第３期桑折町子ども・子育て支援事業計画ニーズ調査の速報について 

令和６年 11 月 25 日 〇令和６年度 第 1 回桑折町子ども・子育て会議推進委員会 

・第３期桑折町子ども・子育て支援事業計画骨子案について 

令和６年 11 月 28 日 〇令和６年度 第 1 回桑折町子ども・子育て会議 

・第 2 期桑折町子ども・子育て支援事業計画の令和５年度実績状況及び令

和６年度の取組について 

・子ども・子育て支援サービスの令和５年度実績について 

・第３期桑折町子ども・子育て支援事業計画骨子案について 

令和 7 年 3 月 5 日 〇令和６年度 第２回桑折町子ども・子育て会議推進委員会（書面開催） 

・第３期桑折町子ども・子育て支援事業計画素案について 

令和 7 年 3 月 7 日～ 

３月 17 日 

パブリックコメントの実施 

・提出意見なし 

令和 7 年 3 月 1０日 〇令和６年度 第２回桑折町子ども・子育て会議 

・第３期桑折町子ども・子育て支援事業計画素案について 

令和７年３月 19 日 〇令和６年度 第３回桑折町子ども・子育て会議推進委員会（書面開催） 

・第３期桑折町子ども・子育て支援事業計画（案）について 

令和７年３月 21 日 〇令和６年度 第３回桑折町子ども・子育て会議（書面開催） 

・第３期桑折町子ども・子育て支援事業計画（案）について 

令和７年３月 25 日 〇政策会議 

・第３期桑折町子ども・子育て支援事業計画について 
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２．桑折町子ども・子育て会議条例 
 

平成 27年 3 月 9日 

条例第 5号 

(設置) 

第１条 子ども・子育て支援法(平成 24年法律第 65 号。以下「法」という。) 第 72 条第 1項の規定に

基づき、桑折町子ども・子育て会議 (以下「会議」という。) を置く。 

(所掌事務) 

第２条 会議は、次に掲げる事項について調査審議する。 

(１) 子ども・子育て支援事業計画の推進に関すること。 

(２) 子ども・子育て支援事業計画の見直しに関すること。 

(３) 前号に掲げるもののほか、本町の子ども・子育て支援施策について町長が必要と認める事項に

関すること。 

(組織) 

第３条 会議は、委員 12名以内をもって組織する。 

２ 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。 

(１) 子どもの保護者 

(２) 子ども・子育て支援に関する事業に従事する者 

(３) 子ども・子育て支援に関し学識経験のある者 

(４) 民生委員・児童委員 

(５) その他町長が必要と認める者 

(委員の任期) 

第４条 委員の任期は、２年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者

の残任期間とする。 

２ 委員は、再任されることができる。 

(会長及び副会長) 

第５条 会議に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。 

２ 会長は、会議を代表し、会務を総理する。 

３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。 

(会議) 

第６条 会議は会長が招集し、その議長となる。ただし、会長が選出されていない場合にあっては、町

長が会議を招集する。 

２ 会議は、過半数が出席しなければ開くことができない。 

３ 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。 

(協力の要請) 

第７条 会長は、会議の運営上必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その意

見若しくは説明を聞き、又は資料の提出を求めることができる。 

(庶務) 

第８条 会議の庶務は、健康福祉課において処理する。 

(委任) 

第９条 この条例に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。 

附 則 

この条例は、平成 27 年４月１日から施行する。 

この条例は、公布の日から施行し、令和５年４月１日から適用する。  
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３．桑折町子ども・子育て会議委員名簿 
 

 

№ 氏 名 役職・所属名 備 考 

１ 岡 田  和 人 町ＰＴＡ連絡協議会代表  

２ 三 村  怜 大 醸芳幼稚園保護者代表  

３ 大 槻  睦 子 子育てサロン代表  

４ 市 川  清 子 桑折町社会福祉協議会代表  

５ 菅 野  重 德 町小中学校長会長（R6.4.1～ ） 副会長 

６ 佐 藤  吉 則 町児童福祉施設代表  

７ 堺  秋 彦 学識経験者（桜の聖母短期大学 教授）  

８ 手代木  由美 学識経験者（ｽｸｰﾙｿｰｼｬﾙﾜｰｶｰ）  

９ 亀 岡  和 美 民生委員児童委員 会長 

10 鈴 木  順 子 主任児童委員  

11 石 渡  晶 町内企業代表 フクシマフーズ株式会社  

12 芳 賀  智 絵 県北保健福祉事務所 主任保健技師  

 

 

◆事務局 

健康福祉課 

課 長 本多 輝久 

子育て支援係長 鈴木 裕子 

主任主査 刀根 奈美 

教育文化課 

課 長 八巻 靖之 

こども教育係長 菅野 健二 

主 事 安田  耕 
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